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1．は じ め に

かつて北海道では使用済自動車の不法投棄

問題が深刻化した時期があった（詳しくは

5.7.参照）。自動車は多様な物質から構成さ

れ，その中には有害性のある物質も多く含ま

れる。自動車が不法投棄され，そのまま自然

界に放置されれば，これらの物質が土壌や水

質の汚染をもたらす。同時に風光明媚な自然

環境を持つ北海道にとっては不法投棄による

視覚公害も深刻な問題となる。

このような不法投棄は，きわめて経済的な

問題である。例えば，細田（1999）では，

バッズが有する情報の非対称性に起因する問

題であるとしている 。廃棄物処理法（廃棄

物の処理及び清掃に関する法律）で規定され

る「産業廃棄物管理票」（一般的にはマニ

フェストと呼ばれる）は，この情報の非対称

性の問題を緩和するために，処理情報を上流

に流す役割があった。しかし，自動車の場合

は使用済みではあっても有価で取引される限

り，この仕組みの対象外となり，不法投棄を

生み出す原因となった。

2005年に施行された自動車リサイクル法

（使用済自動車の再資源化等に関する法律）

では，使用済自動車を廃棄物とみなし，電子

マニフェスト上での移動報告が義務付けられ

た（詳しくは竹内啓介（2004）参照）。その

結果，使用済自動車の引き取りから適正に処

理・リサイクルされるまでの一連の流れをモ

ニタリングすることができるようになり，不

法投棄の予防効果をもたらした 。また，そ

れを集計したものは，一つのデータとなり，

従来からの車両登録制度にこの仕組みを加え

ることで，使用から廃棄までの流通量を分析

することを可能にした。ただし，データとし

て集計されないものがあるとすれば，それは

不法投棄，あるいは不適正処理につながって

いる可能性がある。現在は，「５．使用済自

動車市場の実態」で述べるように，再生資源

市況が高騰しているため表面化しないが，こ

れが反動で落ち込んだ場合，何らかの形で問

題化する可能性がある。その意味で，現時点

でどの程度地域的なフローを正確に把握する

ことが可能なのか検討しておくことはきわめ

て意義深い。

一方，1995年施行の「容器包装リサイク

ル法」（容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律）をはじめとして，

これまで個別領域での循環型法制が定められ

てきた。それぞれの法施行後，一定期間が経

過し，その評価をふまえ，それぞれの制度の
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見直しが議論されようとしている。これらの

制度の事後評価という実証的な課題に取り組

むためには，ひとつには，制度導入が廃棄物

フローにどのような影響を及ぼしたのかとい

うことを分析する必要があげられよう。自動

車の分野に関していえば，自動車という財は，

個体が政府に登録される必要があり，車両登

録制度が存在する 。この制度と上記の電子

マニフェストによる移動報告を利用すれば，

きわめて明確に法施行後のフローの変化を見

ることができる。

また，使用済自動車のフローを詳しく分析

しなければ明らかにならないことがある。そ

れは，使用済自動車処理・リサイクルの費用

負担の問題である。自動車リサイクル法は，

自動車メーカー・自動車輸入業者に対して，

拡大生産者責任（Extended Producers
 

Responsibility）の考え方が部分的に適用さ

れると同時に，排出者責任も規定されている。

最終ユーザーが新車購入時あるいは車検時に

自動車リサイクル料金を支払う（預託する）

というものである。また，登録引取業者に

「使用済自動車」として引き取ってもらう必

要がある。この制度の場合，自動車が「使用

済」となる直前の所有者が料金を支払う，と

いうことが重要である。そこで支払われたリ

サイクル料金（目標とされるリサイクル水準

を実現する処理・リサイクルのための費用）

が，当該車両の処理・リサイクルの過程で利

用される。

ここでの問題は「使用済」と規定される時

点では，その素材になんら変化がないことで

ある。その素材に実際の変化が生じるのはま

さに自動車解体の段階であるといってよい。

費用負担を避けるため，できるだけ最終所有

者とならないようにするインセンティブがあ

るとすれば，次の所有者に中古車として自動

車を引き渡したいと考えるだろう。あるいは

同じく「使用済」前の最終所有者とならない

ように，中古車としての輸出を行い，費用負

担を避けるという行動をとるかもしれない。

つまり，実質的な費用負担を誰が行うかとい

うことによって，使用済自動車のフローが変

化すると考えられる。例えば，最終的な費用

負担が，その素材が変化する自動車解体の段

階，ということになれば，その負担能力如何

で使用済自動車を集められるかどうかが異

なってくる。これらの点について，データを

利用して考察する意義は大きい。

では，これを北海道内で限定して行う理由

はなにか。循環型法制の導入は全国一律，同

様の効果をもたらすものではない。静脈産業

の立地特性に着目した外川健一（2001）の研

究から読み取れるように，静脈産業にとって

の立地問題は極めて重要である。その結果と

して，例えば，地域ごとの再生資源市場にも

差異が生じているのが現状である。鉄スク

ラップの「西送り」現象はその典型といえ

る 。よって，循環型法制の効果やその評価

は地域ごとに異なる可能性もある。

例えば，ウェーバー『工業立地論』の「輸

送費指向」の議論に従えば，使用済自動車の

処理について，わざわざ北海道外から道内に

自動車を持ち込んでスクラップする必要はな

い 。また，使用済自動車を処理し，鉄スク

ラップを生産したとしても，それを原料とし

て利用する産業が限定されていれば，市場で

の取引にも微妙な影響を与える。制度の導入

が使用済自動車処理・リサイクル関連市場に

どのような影響を与えたのか，地域的なフ

ローの特性を見るのはきわめて意義深いこと

である。同時に，そのフローが地域の実態と

乖離しているかどうかを見ることにより，地

域的な条件を踏まえた制度の評価が可能にな

る。

また，自動車リサイクル法が想定している

費用負担のあり方に関しても，地域に限定す

る意義はある。現実とのギャップがあるのか，

またそのギャップが使用済自動車フローに何

らかの影響を及ぼしているのか，といったこ
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とについて，静脈産業にかかわる各地域の市

場のあり方を考慮して，狭域で具体的に考察

することが望ましいからである。

このような背景から，本稿では，現在の

データ制約のもとで，都道府県レベルでの使

用済自動車のフローが定量的に把握できるの

かどうか，把握しきれない部分はどのような

ものか，またその把握されたフローは，流通

面も含めた使用済自動車市場の実態と整合的

なものなのかどうかといったことを検討する。

本稿はおおよそ以下のような内容である。

「２．使用済自動車流通の全国的動向」で

は，すでに定量的な分析が阿部（2007）で行

われていることをふまえ，実際にどのような

ことが使用済自動車流通の段階で問題になっ

ているのかをピックアップして紹介する。そ

れが，実際のフローデータにどのように反映

しているのか，という基本事項を論ずる。

「３．北海道における自動車流通の状況」

では，使用済自動車に限らず，自動車全体の

流通状況を見る。廃車の発生状況は自動車全

体の流通状況を見る必要があるためである。

「４．使用済自動車の流通量の分析」では，

前章で明らかにしたデータを利用して，道内

における使用済自動車のフローについて定量

的に考察している。特に使用済自動車の流通

で問題となる取引の季節性をできるだけ排除

して考察できるよう，各所で，重なる12ヶ

月分の合計でフローの推移を見ていくという

独自の手法を用いている。

「５．使用済自動車市場の実態」では，実

際の関連業界の動向をフォローすることで，

前章で導き出された定量的なデータを，流通

を含めた市場の動向から裏付ける作業を行う。

「６．おわりに」では本稿から得られた結

論と，課題を述べる。

２．使用済自動車流通の全国的動向

2.1.自動車リサイクル法の施行と使用済自

動車流通

自動車リサイクル法は，自動車製造業者や

輸入業者に対し，使用済自動車の処理・リサ

イクルに関する拡大生産者責任を適用するこ

とが大きな目的であった 。この目的を達成

するため，使用済自動車の工程別（フロンの

抜き取りや解体，廃車ガラの処理など）移動

状況を的確に把握するための電子マニフェス

トの仕組みが導入された。使用済自動車の処

理・リサイクル過程の入り口に関しては，新

車・中古車ディーラーや解体業者など自動車

リサイクル法上の「引取業者」が，最終所有

者から使用済自動車を引き取る時点で，電子

マニフェストを通じて，自動車リサイクルシ

ステム への「引取報告」を行うことが必要

となった。これによって法施行以前は不可能

であった国内で発生する使用済自動車の正確

な台数の把握が可能となった。

さらに，この法の施行にあわせて道路運送

車両法が改正され（2002年７月17日公布，

2005年１月１日施行），車両の登録状態につ

いて，自動車リサイクル法に基づくシステム

と整合性が保たれるように配慮された。特に，

「輸出抹消仮登録」や「輸出予定届出」など

輸出抹消登録関連の手続きが導入されたこと

によって，日本から輸出される中古自動車

（国内の自動車リサイクルシステムから外れ

る自動車）の台数が正確に把握されるように

なったことは同法導入の成果の一つといって

良いだろう。

2007年４月17日に㈶自動車リサイクル促

進センターから発表された自動車リサイクル

システム運用状況（速報）によれば，2006

年度の移動状況は表2－1のとおりである。

自動車リサイクルシステムの入り口にあた

るのが引き取り工程で，この表では，2006

年度に357万台あまりが使用済自動車として
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流通し始めたことが示されている 。

法施行までは，自動車の登録制度を利用し

て得られるデータから，前年(度)末保有台

数＋新車販売台数－当年(度)末保有台数－当

年(度)保有台数という計算式を用いて，国内

で使用されなくなった自動車の台数（ここで

は「廃車台数」と呼ぶことにする）を計上し，

それから統計上，把握できる範囲の中古車輸

出台数を差し引くことで，使用済自動車台数

を推計していた。このような法施行以前の状

況と比べると，現在の使用済自動車の流通状

況ははるかに正確に把握できるようになって

いるといえる（計算式の検討については後述

する）。

一方，使用済自動車の流通状況がより正確

に把握できるようになったことで，近年，本

来の用途を終えた使用済自動車や中古車の流

通にどのような問題が存在しているのか，と

いうこと，さらに，自動車リサイクル法導入

が使用済自動車の流通に何らかの影響を与え

たのか，ということを把握し，何らかの問題

提起することも可能となってきた。以下，法

施行によって明らかになった問題を３点ほど

上げておきたいと思う。

2.2.中古車輸出台数の明確化と国際リサイ

クルへの対応問題

盗難車対策や自動車リサイクル法の施行に

伴い，2005年７月から関税法基本通達の一

部改正が行われ，少額のものを除いて，自動

車を輸出しようとするものは全てを税関に申

告する義務が生じた 。従来は手荷物扱いで

輸出される場合（「携帯輸出」という）が無

視できない数であるとされ，輸出される自動

車の合計台数の正確な把握が困難だったので

ある。

2005年は前年比12.5％，2006年は20.8％

の増加となっている。貿易統計上，携帯輸出

が把握可能になったため増加したということ

もできるが，輸出される絶対数が増加してい

るとも考えられる。後述する中古車オーク

ション会場での輸出業者の落札状況や，主要

な輸出先であるロシア現地での日本製中古車

の普及状況を見ても，中古車輸出の増加傾向

を感じとることができる。

輸出先の具体的な数値を紹介しておこう

（表2－3）。輸出台数トップのロシア向けに

ついては，2006年の輸出台数が，2005年比

45.2％増の38万9,854台である。第２位の

アラブ首長国連邦（UAE）向けが11万

表2－2 中古車輸出台数の推移 （単位：台)

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006

台数 371,090 603,866 712,968 835,233 940,298 1,137,720

出所：外務省貿易統計より筆者集計（ただし，2001年は４月～12月のみ）

表2－1 電子マニフェストで把握される工程別引取件数

引 き 取 り 報 告 件 数
工 程 種 別

2006年度(台) 前年度比 法施行後累計(台)

引き取り工程 3,573,215 117％ 7,092,811

フロン類回収工程 2,621,280 108％ 5,424,096

解体工程 3,738,877 118％ 7,331,655

破砕工程 5,848,370 121％ 11,214,907

出所：財団法人自動車リサイクル促進センターwebサイト
(http://www.jarc.or.jp/index.html）
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6,997台（前年比2.8％増），第３位のニュー

ジーランド向けは９万6,219台（27.4％減）

である。それ以下のところではモンゴル向け

は前年比87.2％増の１万3,486台，タイ向

けが125.5％増の9,388台と急増し，経済成

長が続いている国で，中古日本車の需要が高

いことがわかる。

なお，阿部（2007）では自動車リサイクル

法施行以降の自動車登録制度によって把握さ

れるデータと貿易統計によるデータの両方を

利用して，より正確な中古車輸出台数の推計

を行っている。このような推計が可能になっ

たのも，自動車リサイクル法施行の成果であ

るといってよいだろう。

以上のように，中古車輸出台数が増加する

状況が明確に把握されるようになってきたた

め，使用済自動車の流通フローの変化をふま

えたリサイクル政策や各業界の対応が今後の

課題となってくるであろう。国家間レベルで

輸出された自動車のリサイクルが問題になっ

たときにも，このようなデータが活用される

局面がでてくるであろう。

2.3.中古車オークション市場の拡大と，リ

ユースオークションの浸透

従来，低年式車両は，海外に輸出されたり，

国内の自動車解体業者によって解体・リサイ

クルされてきた。近年，こうした低年式車両

の流通状況に変化が見られている。国内販売

向けの中古車を売買の対象としてきたUSS

や JUグループをはじめとしたオートオーク

ション業者が，廃棄同然の車両も扱うように

なったのである。多くの会場で，低年式車の

取引を中心とするリユースコーナーが開設さ

れている。

オートオークション台数の出品台数や落札

単価等は，図2－1のとおりである。

また，経済産業省が2006年３月に実施し

図2－1 中古車オークション実績の推移（全国)

出所：経済産業省（2006），ユーストカードットコム（http://www.u-car.co.jp/）掲載資料より筆者作成

表2－3 日本からの中古車輸出先国
(2006年上位10カ国)（単位：台)

国 2005年 2006年

ロシア 268,584 389,854

アラブ首長国連邦 113,818 116,997

ニュージーランド 132,600 96,219

チリ 47,487 60,556

カザフスタン 16,970 47,067

パキスタン 11,776 37,511

南アフリカ共和国 31,405 31,049

ペルー 19,510 28,880

スリランカ 17,539 25,767

イギリス 31,962 24,357

出所：財務省貿易統計より筆者集計
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た各オークション会場へのアンケート調査に

よれば，全国のオークション会場における車

齢10年以上の低年式車の落札台数は，79万

台（前年比20万台増），落札車両全体に占め

る割合も19.2％（前年比2.3％増加）となっ

ている。元々中古車の流通が中心であった

オークションが，従来国内で廃車・解体され

ていたような低年式車にも広がりつつあるこ

とが観察される（表2－4）。

低年式車オークションが活況となっている

背景には，上述の旺盛な中古車輸出，あるい

はそれに関連する中古部品輸出需要の増加が

ある。これらの車両に関しては，これまで整

備工場や販売店経由で直接仕入れなければな

らなかった。そのため，とりわけ人的ネット

ワークの弱い海外バイヤーにとって，オーク

ションはより手軽な手段となったのである。

同時に，中国を始めとした旺盛な資源需要に

よる使用済自動車の有償化や解体業界の仕入

れ競争激化も低年式車両向けオークションが

活況となっている背景であるといえる。

一方，自動車リサイクル法の影響もある。

2005年１月の同法施行後，新車購入時ある

いは車検時に自動車所有者が自動車リサイク

ル料金を預託することとなった。未預託のま

ま使用済となるときは，引き取られる段階で，

最終所有者がリサイクル料金を支払うことに

なる 。ただし，中古車として引き渡すこと

ができれば所有者は料金の支払いを免れる。

仮に，整備業者や自動車ディーラーがより多

くの使用済自動車を集荷したいと考えていた

とすれば，事実上の最終所有者である自動車

ユーザーに対してリサイクル料金の支払いを

求めない，つまり法律上の「使用済自動車」

としてではなく「中古車」として引き取ると

いう動機が生まれる 。そして，自動車の所

有者となった整備業者や自動車ディーラーは，

そのような車両をさらに中古車としてオーク

ションに出品し，リサイクル料金の負担を先

送りするのである。

このような現状に関し，鉄スクラップをは

じめとした再生資源市況の高騰を背景として，

オークションで流札してしまうような極低年

式の車輌まで数万円の値段がつくケースもあ

るという状況の中で，自動車リサイクルの入

り口での上記のような取引が発生している可

能性は否定できない。自動車解体業者のネッ

トワークであるエコライン，ビッグウェーブ，

SPNが発行している「環境流通NEWS」

（vol.43，2007年２月）では，オークション

会場について，「中古車流通の現場では大量

の廃棄処分寸前の中古車が自リ法施行以前の

予想通り，なかには廃車ガラ状態のままで

（中略）大量に流通している」と報告されて

いる。引取業者が「使用済自動車」として事

実上の最終所有者（ユーザー）から引き取っ

てもおかしくないといえる自動車が，中古車

として引き取られ，その後の流通過程に乗せ

られているということである。

2.4.一時抹消登録に関する問題

法施行から半年を経過した2005年７月15

日に開催された産業構造審議会・環境審議会

関係委員会の合同会議資料によれば，使用済

自動車の引取台数は2005年１月～６月の実

績で1,206,242台（年換算約242万台），施

行直前の駆け込みの影響をより排除した４月

～６月の実績で735,185台（年換算約296万

台）となった。法施行以前の政府関係の委員

会においては，使用済自動車回収台数は400

万台程度と予想されていたため，なぜ差し引

き100万台以上もの差が発生するのかという

表2－4 オークション会場における
低年式車落札状況

うち車齢10年以上のもの(推計)
総落札台数

台数 割合

2004年 3,783,122 590,000 15.6％

2005年 4,118,863 790,000 19.2％

出所：経済産業省製造産業局自動車課（2006）より
筆者作成
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「消えた100万台」問題が論じられるように

なった。

この数値の公表と「消えた100万台」問題

は，2005年に入り，解体業者への使用済自

動車入庫台数が激減しているという事態を裏

付けるものとして，関係業界では大きな話題

となっていた。

日刊市況通信社（2005）では，この問題が

発生した理由として３つの説を紹介している。

１．輸出急増説。（2.2.で記載されている）

２．複合説（輸出急増に加え，前年度末の駆

け込み廃車が多かったことの反動の影響）

３．不正処理説。引き取り段階でリサイクル

料金が預託されないまま流通し，処理・リ

サイクルされる。

実際には，上記の要因が複雑に絡んで発生

していると考えられるが，同誌では３番目の

不正処理説の可能性が高いとしている。

使用済自動車の不正処理が行われる手続き

としては，引き取りの段階での次のような可

能性が考えられる。事実上の最終所有者

（ユーザー）が，販売業者への下取り等の引

き取り段階にて，リサイクル料金を支払わず，

中古車として引き渡す。それがオークション

などを経由し様々な事業者に引き渡される過

程で，一時抹消登録状態となり，一部が解体

業者に引き渡される。ここで，解体業者は許

可を得ている者ばかりとは限らない。無許可

であれば，解体行為をすること自体が違法で

あり，そのような事業者がリサイクル料金を

支払ったり，電子マニフェスト上の移動報告

を行ったりするなど，わざわざ自らの存在を

表明するはずはない。それが環境汚染に繫が

る処理とは限らないが，少なくとも適正な手

続きを無視しており，公正な競争を阻害して

いる。

もちろん，自動車リサイクル法に基づくシ

ステムでは，このような抜け道がなくなるよ

う留意はしている。法施行前は一時抹消後，

その自動車がどうなっているのかという動向

把握のための仕組みがなく，不法投棄を容易

にしていると指摘されていた。これをふまえ，

自動車リサイクル法施行に合わせて道路運送

車両法第18条とそれに関する省令が改正さ

れた。そこでは，一時抹消登録をした自動車

について，１年以上経過しても，輸出や解体

の届出がなされていないものに対し，届出を

なすべき旨の催告等を講ずることができる，

という趣旨の記載がある。これを厳格に運用

すれば，先に述べた一時抹消登録者の不正処

理はなくなると思われるが，実際には，１年

以上一時抹消登録状態が継続する自動車は膨

大な数に上り，この改正は実効性を有してい

ないのが現状である。

こういった現状に対し，2006年６月，日

本 ELVリサイクル機構は一時抹消されたま

まの車両が自動車リサイクル法による使用済

自動車の適正処理の妨げになっている可能性

があるとし，上記の道路運送車両法にもとづ

く実態調査の実施を求め，経済産業省と環境

省に対し要望書を提出した。この要望に先立

ち，機構内部研究会がオートオークション会

場やディーラー入札会に出品された車両を独

自に追跡調査したところ，落札金額から，解

体車と推測される車両の54.3％が一時抹消

のまま一定期間以上放置されているという

ショッキングな状況が明らかとなった。同機

構は，この結果について，放置されているな

かで所在が分からなくなり，不法に解体処理

されている可能性が高いと指摘している。

オークションでの落札価格が解体車両並みに

低い場合，これが一時抹消のまま長期間放置

されていることは経済行為として不自然で，

不法に解体処分されている可能性が高いとい

うことである。（日刊自動車新聞，2006年６

月15日）

2006年７月に開催された産業構造審議

会・環境審議会関係委員会の合同会議では，

「消えた100万台」問題に対して，国内の使

用済自動車流通フローを明示し，一定の回答
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を出した 。しかし，依然として一時抹消車

の行方については不透明な部分が多く，使用

済自動車の引き取り時点での問題も含め，今

後も流通フロー解明が望まれる。

以上，この間，自動車リサイクル法そのも

のに起因するものも含め，使用済自動車流通

フローが明確化されたことによる問題が指摘

されるようになってきた。法の趣旨を十分踏

まえ，適切なリサイクルを行うために，これ

らの問題が解決に向かうような方策を考察し

ていくことはもちろん，明らかになった流通

フローに対応して，新たな制度構築の議論を

開始する必要もある。

なお，本稿で中古車流通も考察対象にいれ

ているが，それは本来「使用済」とされるべ

き自動車が中古車として流通しているためで

ある。新規中古車登録がなされるような中古

車流通については直接的には考察対象とはし

ていない。

３．北海道における自動車流通の状況

3.1.保有台数

まず，北海道の保有台数を確認する。都道

府県別の自動車保有台数は，ホームページ上

で公開している日本自動車工業会『自動車統

計月報』の各月版にある。図3－1は，「三輪

車以上」の車両保有台数から三輪車を除いた

もの（つまり四輪車の合計）である 。北海

道における四輪車の保有台数は，おおむね

350万台強であり，近年は2005年をピーク

に減少傾向にある。これは，登録車の減少で

あり，軽自動車に関しては，反対に増加傾向

にある。その結果，全体の保有台数における

軽自動車の割合も上昇し，約４分の１を占め

るようになっている。

全国的に見ても，軽自動車の割合は上昇傾

向にある。全国における全四輪車保有台数に

おける軽四輪車の割合は，2003年３月時点

で29.2％であり（四輪車合計73,628,012台

に対して，軽四輪21,492,291台），その後右

上がりの傾向を示し，2006年12月時点で

32.6％と なって い る（四 輪 車 合 計

75,859,068台に対して，軽四輪24,710,701

台）。そのため，同じ上昇傾向にあるとはい

え，全国と比べると，北海道は軽自動車の割

合は小さいといえる。なお，北海道での四輪

車保有台数は，2006年12月時点でみれば，

全国の全四輪保有台数75,859,068台と比べ

て，約4.7％である。

3.2.新車登録台数

次に，新車登録台数だが，日本自動車工業

会『自動車統計月報』には都道府県別のもの

図3－1 北海道の四輪車保有台数と軽自動車の割合

出所：日本自動車工業会『自動車統計月報』各月号より作成
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がないため，日本自動車販売協会連合会『自

動車登録統計情報 新車編>』の都道府県別

データを用いる（表3－1）。これは，登録車

のみであり，軽自動車は含まれない。これを

見る限り，新車登録台数は減少傾向にある 。

軽自動車については，全国軽自動車協会連

合会がホームページにて公表している「軽四

輪車県別新車販売台数」を用いることができ

る（表3－2）。全国軽自動車協会連合会によ

ると，2003年まで新車販売統計の集計にト

レーラー（被けん引車）を含んでいたが，ナ

ンバーベース化する登録車統計と整合性する

ために，2004年１月実績分よりこれを除外

している。そのため，2003年分はやや台数

が多い。

なお，軽自動車は，「販売台数」のほかに，

「届出台数」というものものある。これは，

北海道運輸局が毎月刊行している『北海道の

運輸の動き（月報）』にて公表されているが，

上記の「販売台数」とはわずかながら一致し

ない。「届出台数」が多い場合もあるが，そ

うでない場合もあるため，「届出台数」に三

輪が含まれるというだけの理由ではないよう

だ。これは，今後の課題である。

全体としてみると，登録車の年間台数は，

減少傾向にあるのに対し，軽自動車は増加傾

向にあることがわかる。軽自動車の割合は，

全体の３割を超えている。

なお，自販連と全軽協の発表した数値に基

づけば，2006年度では北海道の新車販売総

台数は対全国比約3.7％である。

3.2.1.中古車輸出台数

中古車輸出に関しては，全国版と同様に，

都道府県別も貿易統計や輸出抹消登録データ

を用いることができる。貿易統計は，税関別

のものがある。北海道関係の税関別符号表は

表3－3の通りであり，この下一桁のゼロを

抜いた３桁の数値が税関別品別国別表の

「Custom」欄に記載されている。

これらを2004年からピックアップすると，

表3－4のようになる。全国と同様に，中古

車輸出台数は，上昇している。また，小樽か

らの輸出が全体の８割程度と圧倒的に多いこ

ともわかる。

北海道からは，どのような国に輸出されて

いるのだろうか。2006年の国別数値は表3－

5のようになる。

表3－2 北海道の軽自動車販売台数

年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

2003 3,318 5,026 9,191 5,338 4,835 5,304 5,402 3,471 6,139 4,933 5,255 4,124 62,336

2004 3,650 5,146 10,142 5,521 4,931 5,310 4,960 3,583 5,904 4,272 4,872 4,038 62,329

2005 3,446 5,085 9,203 5,399 5,063 5,514 5,324 3,767 6,031 4,702 5,125 3,747 62,406

2006 3,603 5,178 10,275 5,807 5,668 6,080 5,737 4,187 6,849 4,889 5,445 4,202 67,920

2007 3,823 5,171 10,250 19,244

出所：全国軽自動車協会連合会ホームページより作成

表3－1 北海道の新車登録台数

年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 総計

2003年 9,923 14,742 29,217 12,824 13,962 15,395 15,982 10,478 15,551 12,073 12,140 10,416 172,703

2004年 9,007 12,931 28,057 12,151 11,870 15,534 16,441 10,646 15,217 11,609 13,202 10,328 166,993

2005年 9,054 12,411 26,753 12,971 12,574 15,859 14,806 10,554 15,081 11,028 11,814 9,608 162,513

2006年 8,697 11,979 25,338 12,768 11,745 13,191 13,768 9,562 13,202 10,236 10,748 8,565 149,799

2007年 7,885 10,648 22,452 40,985

出所：日本自動車販売協会連合会『自動車登録統計情報 新車編>』（2003年１月～2007年３月各月号）より作成
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これを見る限り，圧倒的にロシア向けの輸

出が多く，全体の約85％を占める。苫小牧

では，様々な国に輸出されているのに対し，

小樽ではロシアへの輸出がほとんどである。

次に，比較のために，輸出抹消登録台数を

見てみよう（表3－6）。これは，日本自動車

販売協会連合会『自動車登録統計情報 中古

車編>』の各月号より入手できる。ただし，

これは2006年１月からのデータしかない。

2006年の数値を見て明らかなのは，輸出

抹消登録台数のほうが，16％程度多いことで

ある。阿部（2007）でも言及されているが，

貿易統計は20万円以下の少額貨物を計上し

ていないため，実際の輸出台数より少ない 。

これに対し，輸出抹消登録台数は，少額貨物

も含むことから，この分が上記の差として考

えられる。一方，輸出抹消登録台数は，他の

都府県で一時抹消登録され，道内で輸出され

た車両は含まず，逆に，道内で一時抹消され，

他の都府県で輸出された車両は含む。そのた

め，後者のように，他の都府県で輸出された

車両台数を含む状況も考えられるだろう。な

お，全国で見ると，輸出抹消台数は，

1,257,428台であり，1,137,720台の貿易統

計における中古車輸出台数と比べると11％

程度多い。

一方，輸出抹消登録台数は，登録車のみで

あり，軽自動車を含まない。貿易統計におい

ては，統計品目番号‘870321915’（シリンダー

容積が550立方センチメートル以下の中古乗

用車），‘870321925’（シリンダー容積が550

立方センチメートルを超え1,000立方センチ

メートル以下の中古乗用車）に軽自動車が含

まれると思われるが，これらの2006年の北

海道における輸出台数は，前者はわずか17

台（全てロシア向け），後者は342台（ロシ

ア279台，ペルー17台，チリ15台，パキス

タン12台，カザフスタン２台）であり，全

体からすると，1.3％と非常に少ない割合で

ある。しかも，後者の342台には，1,000cc

の小型普通車も含まれることが考えられ，こ

れを除くとさらに少ない。

なお，2006年における北海道からの中古

車輸出台数26,444台は，全国の輸出台数

1,137,884台の約2.3％に相当する。

表3－3 北海道の税関別符号表

8000 函館税関（本関） 8080 根室税関支署

8020 室蘭税関支署 8090 稚内税関支署

8030 苫小牧税関支署 8100 釧路税関支署網走出張所

8040 小樽税関支署 8110 釧路税関支署紋別出張所

8050 留萌税関支署 8120 札幌税関支署千歳出張所

8060 札幌税関支署 8140 小樽税関支署石狩出張所

8070 釧路税関支署 8150 釧路税関支署十勝出張所

出所：財務省貿易統計ホームページ

表3－4 北海道における中古車輸出台数（年別)

年 室蘭 苫小牧 小樽 留萌 札幌 釧路 根室 稚内 網走 紋別 石狩湾 合計

2004 1 866 3,116 0 0 8 1 37 2 0 1 4,032

2005 0 2,002 12,450 105 21 247 6 113 105 19 4 15,072

2006 0 3,093 21,422 425 0 314 19 255 234 19 663 26,444

出所：財務省貿易統計
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3.2.2.中古車在庫台数

中古車在庫台数は，日本自動車販売協会連

合会が集計していると言われるが，公表はし

ていない 。主要地区（札幌，宮城，東京，

神奈川，愛知，大阪，広島，福岡）における

中古車月末在庫台数については，日本自動車

査定協会発行の『ユーストカーレポート』の

各号に記述している。これは，新車ディー

ラー系の中古車の在庫であり，専業店のもの

は含まない。図3－2によると，在庫台数は，

表3－5 北海道における中古車輸出台数（国別，2006年)

苫小牧 小樽 留萌 釧路 根室 稚内 網走 紋別 石狩湾 合計

北朝鮮 0 295 0 0 0 0 0 0 0 295

モンゴル 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

タイ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

シンガポール 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

フィリピン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

パキスタン 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21

スリランカ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

バングラデシュ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

アフガニスタン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

イラン 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

アラブ首長国連邦 1,359 0 0 0 0 0 0 0 12 1,371

カザフスタン 120 24 0 0 0 0 0 0 650 794

イギリス 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

アイルランド 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

イタリア 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

ロシア 6 21,102 425 314 19 255 234 19 0 22,374

セルビア・モンテネグロ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

カナダ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13

アメリカ合衆国 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ドミニカ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ペルー 413 0 0 0 0 0 0 0 0 413

チリ 1,092 0 0 0 0 0 0 0 0 1,092

南アフリカ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

オーストラリア 14 0 0 0 0 0 0 0 1 15

ニュージーランド 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合 計 3,093 21,422 425 314 19 255 234 19 663 26,444

出所：財務省貿易統計

表3－6 北海道における輸出抹消登録台数

年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 総計

2006 2,879 1,712 3,126 1,813 3,863 2,631 2,920 1,901 1,854 3,216 2,522 2,227 30,664

2007 5,000 1,767 3,365 － － － － － － － － － 10,132

出所：日本自動車販売協会連合会『自動車登録統計情報 中古車編>』各月号より作成
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大きな変動はなく，１万台前後を推移してい

ることがわかる。

3.2.3.国内中古車流出入台数

全国版では考慮しないが，以下の分析にお

いて重要なものとして，中古車の他の都府県

へ（から）の流出（流入）台数がある。この

データは，日本自動車販売協会連合会『自動

車登録統計情報 中古車編>』にあり，凡例

によると，「運輸支局の管轄の変更によって

流入された台数と他県で一時抹消され，当該

県で新規登録された台数の合算数」である。

表3－7によれば，流入が流出を上回る状況

が続いている。道内の中古車市場において，

慢性的な良質車不足を背景として，道外から

の仕入れが活発となっていると見ることがで

きる。

3.2.4.使用済自動車台数

引き取り工程における使用済自動車台数は

表3－ の通りである。これを見ても，自動

車リサイクル法施行直後は引き取り台数が少

なく，混乱があったことがわかる。前年比は，

2006年９月までは130％程度，それ以降はさ

らに下がり110％程度となっている。興味深

いのは，これが法が浸透した結果なのか，そ

れとも別の要因があるのか，というものであ

る。

４．使用済自動車の流通量の分析

4.1.使用済自動車の計算式と統計

上述のとおり，2005年の自動車リサイク

ル法施行以前は，使用済自動車の台数を集計

する方法がなかった。そのため，全国の使用

表3－7 北海道における他の都府県からの中古車流出入台数

年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 総計

2003 流入 4,742 6,163 10,503 10,015 9,015 8,361 8,764 6,967 7,506 8,611 7,182 7,294 95,123
流出 4,336 5,295 8,700 7,665 6,953 6,289 6,467 5,371 5,756 6,853 5,898 6,139 75,722

2004 流入 4,812 6,377 11,046 10,843 7,938 8,605 8,278 7,153 7,441 8,079 7,580 7,241 95,393
流出 4,590 5,379 9,058 8,084 5,809 6,303 5,952 5,410 5,743 6,344 6,367 6,461 75,500

2005 流入 4,553 5,923 10,083 9,445 8,119 8,564 7,612 7,318 7,545 7,621 7,670 6,956 91,409
流出 4,158 5,061 8,356 6,948 6,086 6,147 5,620 5,413 5,517 5,985 6,053 5,788 71,132

2006 流入 4,395 6,121 10,701 9,450 7,976 8,695 7,824 7,015 7,093 7,392 7,142 6,838 90,642
流出 4,105 5,033 8,616 6,996 5,880 6,222 5,489 5,253 5,329 6,055 5,986 5,664 70,628

2007 流入 4,178 5,724 9,601 － － － － － － － － － 19,503
流出 3,756 4,738 7,591 － － － － － － － － － 16,085

出所：日本自動車販売協会連合会『自動車登録統計情報 中古車編>』各月号より作成

図3－2 札幌地区における中古車月末在庫推移状況（単位：台)
出所：日本自動車査定協会『ユーストカーレポート』2004年３月号～2007年５月号
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済自動車の発生台数を推計するにあたり，前

期末保有台数＋当期新車登録台数－当期末保

有台数という計算式から出された台数を「廃

車台数」と呼び，これから中古車輸出台数を

差し引いて，使用済自動車台数を推計してい

た。

この「廃車台数」の計算式は，ストックの

差を出し，その差を生む要因である新規販売

という流入と，使用済みおよび輸出という流

出に注目している。しかし，用いられている

ストックの統計は，保有台数である。これは，

自動車として登録されているものであり，抹

消状態のものは含まれない。そのため，阿部

（2007）で検討されたように，本来ならば，

前期末実在(保有・抹消)台数＋当期流入

(生産・輸入)台数－当期流出(輸出・廃棄)

台数＝当期末実在(保有・抹消)台数

という式になる。それは図4－1でもわかる。

上記の式を変形すると，

前期末保有台数－当期末保有台数＋生産台

数＋新車輸入台数＋中古車輸入台数＝新車

輸出台数＋中古車輸出台数＋使用済自動車

台数＋当期末抹消台数－前期末抹消台数

となる。この式において，生産台数は，国内

販売と輸出に分かれる。厳密には在庫発生台

数もあるが，新車販売台数は，生産台数－新

車輸出台数＋輸入台数となる。中古車の輸入

は，国内で新規に登録されるため，広い意味

の新車と捉えると，新車販売台数は，生産台

数－新車輸出台数＋輸入台数(新車・中古車)

とすることができる。

ここで，日本自動車工業会の『自動車統計

月報』における新車登録台数を見ると，国内

の販売台数だけでなく，輸入車（新車・中古

車）の登録台数を含むことがわかる。ただし，

国内販売される軽自動車販売台数は含まれな

いため，これを別途加えると，これらの結果，

上記式において，「生産台数＋新車輸入台

数＋中古車輸入台数－新車輸出台数」は，

「新車登録台数＋軽自動車販売台数」に置き

換えることができる。これを「新車登録・軽

自動車販売台数」とすると，以下の式になる。

前期末保有台数－当期末保有台数＋新車登

録・軽自動車販売台数＝中古車輸出台数＋

使用済自動車台数＋当期末抹消状態台数－

前期末抹消状態台数

左辺の「前期末保有台数－当期末保有台

数＋新車登録・軽自動車販売台数」は「廃車

台数」である。

上記の考え方は，都道府県単位でも同じよ

うに使用することができる。ただし，やや異図4－1 自動車のフロー図

表3－8 北海道における使用済自動車台数

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 合計

2005年 3,000 7,285 13,711 13,536 12,127 12,991 12,247 11,795 11,955 14,046 14,520 15,870 143,083

2006年 10,520 11,261 18,171 17,595 16,197 18,296 16,443 15,111 16,008 16,190 16,380 17,669 189,841

前年比％ 350.7 154.6 132.5 130.0 133.6 140.8 134.3 128.1 133.9 115.3 112.8 111.3 132.7

出所：北海道関係部局まとめによる
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なる箇所がある。それは，他の都府県からの

中古車流出入台数を考慮する必要がある点で

ある。そのため，上式の左辺に中古車流入台

数を，右辺に中古車流出台数を加える必要が

ある。

廃車台数＝中古車輸出台数＋中古車流出台

数－中古車流入台数＋使用済自動車台数＋

当期末抹消状態台数－前期末抹消状態台数

4.2.北海道における流通量の分析

上記の式に具体的なデータを当てはめる。

まず，「廃車台数＝前期末保有台数－当期末

保有台数＋新車登録・軽自動車販売台数」だ

が，保有台数は，図3－1の四輪車の保有台

数を用いる（2005年末は 3,588,220台，

2006年末は3,571,057台）。新車登録・軽自

動車販売台数は，表3－1と表3－2の2006

年１月～12月分の新車登録台数と軽自動車

販売台数を合計する（217,719台）。

次に，中古車輸出台数だが，これは，表

3－4の貿易統計や表3－6の輸出抹消登録台

数を参考にする。貿易統計は，輸出日の台数

であるが，上記の通り，少額貨物を含まない

ため，実際の輸出台数より少ない。一方，輸

出抹消登録台数は，輸出してから計上される

ものであり，実際の輸出台数との時間の違い

が発生する。そこで，阿部（2007）で行った

ように，限られたデータのなかで，貿易統計

と輸出抹消登録台数との重なる期間の合計の

割合を見て，貿易統計に対する輸出抹消登録

台数を見てみる。以下のように，12ヶ月分の

合計台数を比較してみる。

貿易統計に対する輸出抹消登録台数の「割

合」の平均を取ると，1.195である。限られ

たデータではあるが，ここでは貿易統計の

データを1.2倍した数値を輸出台数とする

（31,763台）。

中古車流出入台数は表3－7，使用済自動

車台数は表3－8を用い，それぞれ2006年１

月～12月の合計を出す。唯一，入手できな

いのが，抹消状態にある車両のストックであ

る。経済産業省は，2006年７月の自動車リ

サイクル法に関する環境省との合同会議にお

いて，廃車台数の内訳を説明したが，ここで

抹消状態の増加に含まれる中古車在庫の増加

のデータを推計していた（産業構造審議会ほ

か，2006）。同資料では，新車ディーラーの

2004年度末と2005年度末の中古車在庫増加

分2.1万台を，中古車販売市場における新車

ディーラーのシェア（25～30％）で割り，合

計約10万台（正確には７～8.4万台）とし

ていた。ここでも，同様に，図3－2の札幌

地区における中古車月末在庫を用いる。2005

年末が11,298台，2006年末が11,194台で

あり，104台減少している。104台をシェア

25～30％で割ると，347～416台である。以

下では，416台という数値を用いる。

中古車在庫台数は札幌地区のみであり，も

ちろん，他の地区も検討しなければならない

が，札幌地区と他の地区の在庫が同じ傾向な

のかわからない，全体からすると微少である，

などの理由で省略している。また，中古車在

庫には，抹消状態のものだけではなく，登録

状態のものも含む可能性がある。ここでは，

抹消状態の在庫の増加を考慮すればよいため，

表4－1 中古車輸出台数の比較

期 間 貿易統計(a) 輸出抹消登録台数(b) 割合(b/a)

2006年１月～12月 26,469 30,664 1.158

2006年２月～2007年１月 26,574 32,785 1.234

2006年３月～2007年２月 27,436 32,840 1.197

2006年４月～2007年３月 27,744 33,079 1.192
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在庫数はやや多めになる。なお，オートオー

クションの流通在庫もあるが，これも全体か

らすると微少であると思われ（阿部（2007）

参照），今回は省略した。いずれにしろ詳細

な分析は今後の課題である。

以上の検討から，2006年１月～12月の

データを用いると以下のような表になる。

問題は，「その他」の不透明な数値である。

これは，抹消状態の車両のストックの差も一

部含まれるが，それ以外に考えられるものと

しては，違法解体がある。例えば，一時抹消

中の車両を中古車として引き取り，それをそ

のまま解体するよう車両台数は，この「その

他」に含まれる。

ここで，限られた統計のなかで，「その他」

について，１ヶ月ごとに12ヶ月の合計をず

らし，比較してみると，以下のようになる。

表4－3において，いくつか興味深い点が

ある。まず，使用済自動車の12ヶ月分の台

数が順調に増加しているが，同時に「その

他」の数値も増加していたことである。自動

車リサイクル法施行後，使用済自動車の引取

台数は，全国的に見て，想定よりも大幅に少

なかった。具体的には，全国で発生する使用

済自動車は400万台とされていたが，「2005

年」の引取台数は266万台であり，想定より

も100万台以上の使用済自動車が少ないこと

がわかった。

ただし，法施行直後は，リサイクル料金の

支払いという要素が車両を手放す行為を一時

的に阻害していたと考えられ，とりわけ

2005年１月から３月のデータを含んだ

表4－3 廃車台数の推移

期 間
中古車輸出

（統計×1.2)
中古車在庫増
（統計/0.25)

中古車
流出入差

使用済自
動車台数

その他 廃車台数
その他／
廃車台数

05年１月～12月 18,086 2,184 －20,277 143,083 46,655 189,731 24.6％

05年２月～06年１月 18,866 2,636 －20,172 150,603 41,291 193,224 21.4％

05年３月～06年２月 20,028 224 －20,398 154,579 43,191 197,624 21.9％

05年４月～06年３月 21,802 －364 －20,756 159,039 50,879 210,600 24.2％

05年５月～06年４月 23,477 144 －20,713 163,098 55,644 221,650 25.1％

05年６月～06年５月 25,402 684 －20,776 167,168 57,395 229,873 25.0％

05年７月～06年６月 27,439 3,284 －20,832 172,473 47,889 230,253 20.8％

05年８月～06年７月 28,913 2,200 －21,175 176,669 43,984 230,591 19.1％

05年９月～06年８月 29,483 1,264 －21,032 179,985 40,489 230,189 17.6％

05年10月～06年９月 30,469 －3,792 －20,768 184,038 40,666 230,613 17.6％

05年11月～06年10月 31,105 －724 －20,469 186,182 37,552 233,646 16.1％

05年12月～06年11月 31,506 －464 －20,008 188,042 35,375 234,451 15.1％

06年１月～12月 31,763 －416 －20,014 189,841 33,708 234,882 14.4％

表4－2 廃車台数の内訳（2006年)

中古車輸出台数（貿易統計×1.2） 31,763

中古車在庫の増加（新車ディーラー在庫/0.25） △416

中古車流出入差（流出－流入） △20,014

使用済自動車台数 189,841

その他 33,708

合計（廃車台数＝2005年末保有台数＋2006年新車登録・軽自動車販売台数－2006年末保有台数） 233,918
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「2005年」の台数で法の結果を判断するのは

時期尚早と考えられた。その後，「2005年

度」の数値が発表され，それが305万台とな

り，「2005年」の数値よりも40万台多いこ

とがわかり，法が順調に浸透していると考え

られた。

このような見方があるなかで，実は，使用

済自動車とともに，不透明な数値も上昇して

いたことがわかった。この数値は，施行後，

約１年半変わらなかったのである（阿部，

2007）。一方で，とりわけ解体業者をはじめ

とした関係者の間で言われていたのは，この

消えた台数に適正な手続きを経ないで解体す

る行為が含まれるということであった。

北海道の場合も同様に，法施行後，順調に

使用済自動車台数は増加したが，同時に，不

透明な「その他」の数値も上昇している。廃

車台数における「その他」の数値の割合は，

2005年６月～2006年５月まで25％と高い値

を示している。その後，この割合は，20％を

下回り，2006年の数値では14.4％となって

いる。適正な手続きを経ない行為が，約１年

半続き，その後次第に減少してきているとい

うことが考えられる。

使用済自動車台数の増加は，「廃車台数」

の増加の影響があると考えることができる。

2005年１月～12月と2006年１月～12月の

１年間で，使用済自動車台数は4.7万台程度

増加し，また「廃車台数」も4.5万台程度増

加している。施行直後は，リサイクル料金の

負担というディスインセンティブによって，

自動車を手放すという行為自体が一時的に抑

えられ，全体の「廃車台数」の発生が少な

かったとも考えられる。その結果，解体工場に

引き取られる使用済自動車台数も少なかった

のではないだろうか。その後，法律が浸透して

いく中で，徐々に自動車が手放されるように

なり，解体工場に引き取られる使用済自動車

が増えたのである。不透明な数値もその影響

で変わらないか，あるいは増加したのではな

いか。これが示唆するのは，施行後，すぐに

違法解体がなくなり，その結果として，使用

済自動車が増加したわけではないことである。

このような考え方で，法施行から１年半を

経過し，「その他」の数値が徐々に減少して

いるのは，この時期から違法解体が減少して

きたのではないかという推測ができる。この

点は，全国のデータで見ても同じである。不

透明な数値は，違法解体だけであるとは限ら

ない。そのため，この数値が今後どのように

減少していくのか，あるいは減少しないのか

を観察し，別の要因を考えることは重要な作

業である。

4.3.抹消登録データによる流通量分析

次に，使用済自動車に関する流通量の分析

として，抹消登録関係の台数を検討してみる。

周知の通り，自動車リサイクル法に合わせた

道路運送車両法の改正によって，抹消登録制

度が変わった。これまで，登録されている車

両を抹消する際，選択肢は２種類であったが，

改正により，永久抹消登録，輸出抹消仮登録，

一時抹消登録の３種類になった。

永久抹消登録は国内で廃棄される場合にな

されるものであり，輸出抹消仮登録はその名

のとおり，中古車として輸出される場合にな

される。自動車は，いずれは国内で廃棄（解

体）されるか，中古車として国外に輸出され

るかの２通りであり，最終的な抹消登録も永

久抹消と輸出抹消の２通りになる。一方で，

まだ廃棄も輸出も決定していない状況で，登

録を抹消することもできる。それが一時抹消

であり，その後，廃棄あるいは輸出する場合

は，相応の届出をすることで，永久抹消，輸

出抹消と同じ扱いになる。図4－2は，この

一連の流れをわかりやすく示している。

解体される車両は，永久抹消あるいは一時

抹消後の解体届出のいずれかの手続きを経る。

よって，これらの合計が北海道で解体される

使用済自動車台数に近い。また，輸出される
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中古車も同様に，輸出抹消仮登録あるいは一

時抹消後の輸出予定届出のいずれかの手続き

を経る。中古車輸出の場合は，輸出した事実

を持って，輸出抹消登録あるいは登録ファイ

ルへの記載がされる。これらの輸出後に集計

される台数は，表3－6の輸出抹消登録台数

である。また，解体の場合と異なるのは，輸

出抹消仮登録あるいは輸出予定届出後の状態

から，再び国内再流通のため，一時抹消状態に

することができる点である（輸出抹消仮登録

証明書，輸出予定届出証明書の返納）。例え

ば，何らかの事情で中古車の輸出を取りやめ

た場合（その後，再び国内で流通したり解体

されたりする），このような手続きとなる。

このような台数はどの程度存在しているの

だろうか。まず，2006年の解体関係の抹消

登録車両台数は以下の通りである 。

これを見る限り，登録される車両は，その

まま解体のための永久抹消にされるよりも，

一度，一時抹消状態にされ，その後に解体さ

れる割合が多いことがわかる。これは全国的

に見ても同じ傾向にある。産業構造審議会等

（2006）によると，2005年度における永久抹

消が373,846台であるのに対し，解体届出

1,078,650台となっており，全体の74％が解

体届出となっている。

次に，輸出抹消仮登録・輸出予定届出台数

を見てみる（表4－5）。ここでも同じように，

一時抹消状態を経たもののほうが多いことが

わかる。

同様に，産業構造審議会等（2006）におい

て，2005年度の全国の輸出抹消仮登録台数

と輸出予定届出台数を見ると，前者が

図4－2 改正後の抹消登録制度に係る流れ

出所：国土交通省

表4－4 永久抹消・解体届出台数

（2006年，単位：台)

永久抹消（Ａ） 41,405

解体届出（Ｂ） 73,692

合計（Ａ＋Ｂ） 115,097

解体届出の割合（Ｂ/（Ａ＋Ｂ）） 64.0％

出所：北海道運輸局
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255,509台，後者が792,755台であり，合計

1,048,264台のうちの76％程度が，一時抹消

を経てから輸出されることがわかる。

これらのデータを用い，いくつか考察して

みたい。まず，使用済自動車引取台数と永久

抹消・解体届出台数の差である。両者はどち

らも解体目的で引き渡された車両台数であり，

車両は重なるはずである。しかし，2006年

の使用済自動車の引取台数は189,841台であ

るから（表3－8），その差は74,744台にも

なっている。

この差に関して，抹消関係のデータに軽自

動車を含まない点が考慮される。そこで，前

節の図3－1にあるように，保有台数のうち

の軽自動車の割合25％を考慮し，使用済自

動車引取台数189,841台の25％を計算して

みると，47,460台となり，これにより，上

記の差74,744台は多少説明できる。

また，軽自動車は，中古車輸出が少なく，

その分，国内で解体されている。2006年の

輸出抹消登録台数30,664台と使用済自動車

の引取台数189,841台の合計は，220,505台

であり，この合計が軽自動車を含めた実際の

中古車輸出台数と使用済自動車台数の合計に

より近い数値となる。そして，このうち軽自

動車は全て国内で解体されるとし，この合計

の25％分を出すと，55,126台であり，上記

の74,744台をさらに説明できることがわか

る。

しかし一方で，解体になるような古い車に

関しては，その時代を考慮すると，軽自動車

の発生台数も少なく，全体に対する軽自動車

の割合は25％よりも小さいはずである。そ

のため，使用済自動車引取台数と永久抹消・

解体届出台数の差はより大きくなると考えら

れる。上記では2006年の数値しかないため，

十分に分析できないが，データの蓄積を受け，

さらなる検討が必要である。

次なる関心としては，中古車輸出に関する

データが３つあり，その違いである。それら

は，⑴輸出前に集計される輸出抹消仮登録・

輸出予定届出台数，⑵輸出日に集計される貿

易統計，⑶輸出後に集計される輸出抹消登録

台数，である。このうち，⑵と⑶の違いは前

節で言及したとおりである。一方，⑴と⑶は，

軽自動車を含まない点，少額貨物を含む点で

は同じである。ここで，仮に輸出前の⑴から

証明書返納分を差し引いた台数と輸出後の⑶

に関して，重なる12ヶ月分の合計を比較す

ると以下の表ができる。

⑴と⑶の大きな違いは，⑴が道外で一時抹

消され，道内で輸出されたものを含むのに対

し，⑶は含まないという点である。その代わ

り，⑶は道内で一時抹消後，道外で輸出され

表4－6 輸出抹消関係のデータの比較 （単位：台)

期間 輸出抹消仮登録・輸出予定届出台数 証明書返納差し引き分 輸出抹消登録

2006年１月～12月 31,681 29,296 30,664

2006年２月～2007年１月 31,954 29,500 32,785

2006年３月～2007年２月 32,350 29,888 32,840

2006年４月～2007年３月 32,756 30,309 33,079

出所：北海道運輸局

表4－5 輸出抹消仮登録・輸出予定届出台数

（2006年，単位：台)

輸出抹消仮登録（ａ） 8,568

輸出予定届出（ｂ） 23,113

合計（ａ＋ｂ） 31,681

輸出予定届出の割合（ｂ/（ａ＋ｂ）） 73.0％

証明書返納（ｃ） 2,385

証明書返納の割合（ｂ/（ａ＋ｂ）） 7.5％

証明書返納分差し引き合計（ａ＋ｂ－ｃ) 29,296

出所：北海道運輸局
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たものを含んでいる。つまり，一時抹消後，

輸出のために，道外の港に運ばれる車が多け

れば，実際の道内の輸出台数と比べて⑶の数

値が多くなる。また，北海道運輸局によると，

輸出抹消仮登録および輸出予定届出後，最終

的に輸出抹消登録されるまでには，最大で６

～７ヶ月のタイムラグが発生するという。こ

れらを見ると，輸出抹消仮登録・輸出届出台

数と輸出抹消登録台数は，単純に比較するこ

とは難しい。いずれにせよ，新たに蓄積され

ていくデータを見て，再検討していく必要が

あるだろう。

4.4.都道府県レベルの分析の課題

都道府県レベルの分析は，全国レベルの分

析とは基本的な考え方は同じだが，留意すべ

き点がある。中古車輸出台数は，貿易統計や

輸出抹消登録のデータに従ったが，全てが北

海道で登録された車両とは限らない。例えば，

昨今，オートオークションは，会場でセリを

行う現車オークションだけではなく，衛星や

インターネットによるオートオークションも

あり，後者の利用が増えている。輸出業者は，

全国のオートオークション会場で出品される

車両を落札するため，他の都府県での登録車

両や一時抹消登録車両が北海道に運搬され，

北海道の運輸支局で輸出抹消登録される状況

もある。一方，逆に，北海道での登録車両や

一時抹消登録車両が他の都府県に運搬され，

他都府県の運輸支局で輸出抹消登録される

ケースも考えられる。廃車台数は，北海道内

の保有台数を用いて算出しているが，厳密に

は輸出抹消登録台数や貿易統計は，他の都府

県でも保有車両分も含まれていること，ある

いはその逆のケースを考慮する必要があろう。

つまり，本来であれば，北海道内で保有され

た車両のうち，輸出される中古車の台数を使

うべきであろうが，それはデータの制約から

困難であると思われる 。中古車流入台数の

定義では，「運輸支局の管轄の変更によって

流入された台数と他県で一時抹消され，当該

県で新規登録された台数の合算数」となって

いるので，移転登録あるいは中古車新規登録

という登録行為がなければ，中古車流出入の

データには反映されないためである。

表4－7にて，北海道内で保有される中古

車が輸出されるケース，あるいは，道外で保

有されるが，道内の運輸局や税関に何らかの

形で中古車が輸出された事実が把握される

ケースをまとめた。ケース毎の属性について

は，以下のＡ～Ｄで整理した。

Ａ：道内で保有され，道内から輸出される中

古車

Ｂ：実際に道内から輸出される，つまり税関

データに反映されているもの

Ｃ：道内の運輸局に（実際に輸出された場

合）輸出抹消として登録されるもの

Ｄ：中古車流入の定義に含まれるもの

なお，中古車流出入台数のデータでは，そ

の時系列的な変化はあまり見られなかった。

中古車輸出のために，北海道に搬入されるも

のであれば，中古車移転登録されるものも含

まれるはずだが，中古車輸出台数の増加に対

して，流出入台数が変わらないとなると，そ

の影響は微々たるものであることも考えられ

る。いずれにしろ，この点は，今後の課題と

したい。

５．使用済自動車市場の実態

5.1.リサイクル法施行前後の関係業界の変

化

ここでは，先述の廃車流通量のデータを使

用済自動車市場の実態から裏付ける。

浅妻裕（2005）において，自動車リサイク

ル法施行直後の道内業界の様子を紹介してい

る。2001年時点で北海道では19.9万台の使

用済自動車が発生し，うち4.4万台が輸出さ
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れている 。解体業者数は229社で小規模の

ものが多い。法施行を目前に控えた2004年

前後は，自動車解体業界への新規参入業者が

多く見られた。（表5－1）

道東地域や道央地域での新規参入が散見さ

れ，既存業者，新規参入業者ともに，廃車ガ

ラの確保が重大な課題となっていた。使用済

自動車の流通の中では上流に位置するディー

ラー，あるいは下流に位置する破砕業者など

が，その業の範囲を広げてきた。この状況を

うけて，既存の解体業者も事業の効率化が求

められ，道内の解体・中古部品販売業者48

社が加盟する SSGグループで事業の共同化

をすすめるなどの対応をとっている。

2005年１月に法が施行されたことにより，

自動車解体業者と，廃車ガラの処理などを

担ってきた破砕業者は，法に基づき，申請・

許可が必要となった。

表5－1 異業種からの自動車解体業への新規参入事例

事 業 所 地域 月間処理能力

2002年６月 マテック石狩 ELV工場 石 狩 2,000台

2003年６月 道央エンジニアリング 三 笠 1,000～1,500台

2003年12月 鈴木商会 ELV旭川 旭 川 －

2004年１月 鈴木商会石狩工場 石 狩 2,000台（注）

2004年４月 エルバ北海道 帯 広 3,000台

2004年５月 岡谷スクラップセンター 苫小牧 1,000台

2004年６月 モダオート 旭 川 3,000台

2004年12月 釧路オートリサイクル 釧 路 500台

2005年９月 札幌ホンダグループ 札 幌 250台

2005年10月 鈴木商会 ELV道北 旭 川 －

（注）鈴木商会 ELV旭川工場との合計台数
出所：日刊市況通信社（2005）他から著者作成

表4－7 中古車輸出に関する手続きの整理とその特徴

属 性
保有地（車籍所在地) 手 続 き の 種 類 輸出される場所

A  B  C  D

道内 ○ ○ ○道内運輸局にて輸出抹消仮登録後，

輸出 道外 ○

道内 ○ ○ ○
道内で保有される自動車

道内運輸局にて一時抹消，道内運輸

局で輸出予定届出，その後輸出 道外 ○

道内 ○ ○ ○道内運輸局にて一時抹消，道外運輸

局で輸出予定届出，その後輸出 道外 ○

名義変更を行い，道内籍とし，道内

運輸局で輸出抹消仮登録後，輸出
道内 ○ ○ ○ ○

道内 ○
道外で保有される自動車

道外運輸局で一時抹消し，道内運輸

局にて輸出予定届出，その後輸出 道外

道外運輸局で一時抹消し，道外運輸

局にて輸出予定届出，その後輸出
道内 ○

（注１）道内で保有される自動車については，籍のある運輸支局にて，手続きを行うケースのみを考えた。
（注２）これ以外のケースも多く考えられるが，発生する可能性の高いと考えられるケースのみを整理した。
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表5－2はそれぞれの許可件数である。

解体業者について，その件数が2001年時

点から相当増加している。許可業者の名簿を

見れば明らかであるが，整備工場やディー

ラーも，積極的に解体業の許可の取得を行っ

ていることが，その大きな要因であるといえ

る。

地域別に見た場合には，廃車発生量が多い

と推測される支庁での解体業許可件数が多く

なっている。破砕業者は大規模処理プラント

が必要になるケースが多く，許可件数自体が

少ない。廃車発生台数が多いと推測される地

域への集中傾向が必ずしも見られないのは，

数値に破砕前処理（プレス，せん断）への許

可も含まれるためである。廃車ガラをプレ

ス・せん断して安価に輸送するニーズは，廃

車発生台数の少ないと推測される地域でも存

在する。

なお，2007年５月28日時点でインター

ネットタウンページで道内の解体業者を検索

したところ，238件の業者がヒットした。廃

車仕入れ競争が激化する中で，2001年と比

較しても微増しているという事実は興味深い。

また，許可件数よりも，インターネットタウ

ンページの件数が実態をより正確に反映して

いると考えることもできる。

5.2.中古車オークションの動向

２．で述べたように，近年，使用済自動車

が中古車オークションで取引されることが多

くなっている。

中古車オークションは，３種類の業態が存

在する。ひとつは，企業系オークションであ

る。これはオークション専業の業者である。

北海道では，USS（江別市），SAA（札幌

市），CJA（札幌市）各オークション企業が

これに該当する。次に，商組系，すなわち

JU（社団法人日本中古自動車販売協会連合

会）オークションである。道内に７箇所展開

している。最後にディーラー系オークション

がある。道内初のディーラー系オークション

であるHAAが2005年11月７日に創業して

いる。

これらの３業態，計11会場で現車オーク

ションが行われている 。なお，近年では

「オークネット」をはじめとして，インター

ネットを利用したオークションも多い。

まずは，これらのオークション会場の全体

の動向を見ておく（いずれもHAAは除いた

数値）。全国での傾向と同様，出品台数，成

約台数ともに急増しているが，全国が自動車

リサイクル法を挟んだ2004年～2005年の間

にこれら数値が急増しているのに対し，道内

では，その増加がやや緩やかとなっているこ

表5－2 北海道における自動車リサイクル法関連許可件数（支庁別)

石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 網走 胆振 日高 十勝 釧路 根室 合計

解体業者 94 34 5 10 27 40 3 3 20 35 3 13 19 16 322

破砕業者 6 3 1 0 3 9 1 0 8 5 1 1 6 0 44

注）上記は，札幌市（2007年４月時点），函館市（2007年１月時点），小樽市（2005年１月時点），旭川市（2007
年１月時点），この４市を除く全道エリア（2006年４月時点）の数値を支庁別に合計したもの。

出所：北海道，各市webサイト

図5－1 北海道における中古車オークション
会場における実績の推移

出所：『陸運情報』各号から著者作成
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とがわかる。成約単価については，全国より

も低めであるが，経年的に単価が下がってい

る傾向は変わらない。

オークションでの中古車取引は季節に依存

する傾向が強い。特に冬季の気候が厳しい北

海道では，その時期の買い換えとの関係で，

初冬，春先の取引が多い（図5－2 図5－

3）。

次に，もう少し詳しく，各会場の動向を見

てみよう。表5－3は各会場の実数である。

表から明らかなように，札幌圏にある会場で

は取引が活発化している状況が確認できる。

成約単価も高い。一方，地方では，取引が減

少傾向にあるところが多く，札幌圏への一極

集中が進んでいる。

また，図5－3はこの状況を指数表示した

ものである。出品台数については，札幌圏以

外の地方でも微増しているが，全道的，ある

いは全国的な傾向として，成約率が低下して

いるため，札幌圏以外の地方では2006年の

成約台数は，2003年よりも減少している。

こういった状況を受けて地方のオークショ

ン会場の中では，生き残りをかけて新たな戦

略を展開している。JU函館では，ポスティ

ングシステム が導入される以前の手ゼリの

時代には年間5,600台あった出品台数が，

2005年では3,000台に満たない数値となり

縮小の一途をたどっていた。この状況を受け，

2006年４月から同じ商組系の JU札幌と業

務提携を行い，JU衛星ネットを活用するサ

テライトオークションを開始した。JU札幌

会場にて JU函館会場の出品車両に対して入

札するという取引のパターンが構築された。

その結果，2006年の出品台数は4,000台を

超えるまでに回復した。但し依然として成約

率や成約単価は低位にとどまっている。（『陸

運情報』2006年３月16日）

5.3.中古車オークションにおける取引実績

変動の要因

もともと，中古車オークション会場は，中

古車ディーラーを主要な顧客していることか

ら，市場での中古車ニーズの動向がオーク

ションの取引実績を左右すると一見思われる。

しかし，実際には，北海道では，小売マー

ケットが拡大傾向にあるとはいえない状況だ。

表5－4では，2003年以降，登録台数が減少

している状況が示されている。ただし，これ

出品台数の推移 成約台数の推移

図5－2 北海道における月別オークション出品台数と成約台数の推移

（注）月をまたぐ週における取引については，前の月の台数としてカウントしている。HAA，CJAは含まない。
出所：『陸運情報』各号より著者作成
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には軽自動車の台数が含まれないことに注意

が必要である。

その一方で，5.2.でみたように，オーク

ションにおける流通は活発化している。これ

はどのように説明できるのだろうか。

まず，中古車輸出台数が増加していること

である。北海道における中古車輸出台数は，

3.2.1.で紹介されているように，急増してい

る。国内ではニーズがない低年式車であって

も，海外市場にも目を向ければ，取引が成立

する可能性がある。つまり，従来，国内で中

古車として販売することができず解体されて

いた自動車が，中古車オークションに出品さ

れていると見ることができる。道内データで

はないが，中古車輸出業者の仕入れルートと

しては，実に76％がオークション経由と推

計しているデータが存在する 。これと同様

の動向が道内でもみられるとすれば，中古車

輸出台数の増加が，オークションの取引実績

に影響している可能性がある 。

実際，2007年春，筆者があるオークショ

ン会場周辺に立ち寄った際，明らかに中古車

輸出目的で来場していると見られる外国人バ

イヤーの出入りを頻繁に見かけた。本来，

オークション会場は会員企業でなければ入場

もできず，当然入札もできないのであるが，

会員企業が外国人バイヤーを手引きしている

という関係者の指摘もある。

次に，2.3.の全国的動向でも触れたが，リ

ユースコーナーの拡大の影響が道内でも顕著

に現れていると考えることができる 。全国

表5－4 道内の中古車新規登録台数の推移（台)

2003年 2004年 2005年 2006年

普通乗用車 97,807 99,356 99,593 96,720

小型乗用車 156,558 145,951 141,177 131,625

普通貨物車 20,047 19,130 20,631 20,939

小型貨物車 21,068 20,128 20,537 20,813

バス 1,373 1,324 1,059 1,187

その他 12,817 11,405 11,312 10,792

合 計 309,670 297,294 294,309 282,076

出所：『陸運情報』各号より著者作成

表5－3 オークション会場別実績の推移

(成約単価：百円)

会場名 年 2003 2004 2005 2006

出品台数 20,901 24,016 27,502 26,950

SAA 成約台数 10,688 12,920 14,402 14,049
成約単価 491 529 436 416
出品台数 93,754 107,703 128,401 141,684

USS 成約台数 61,362 67,730 73,115 82,749
成約単価 462 454 455 401
出品台数 8,208 8,952 9,672 8,478

CJA 成約台数 3,383 4,387 4,454 3,585
成約単価 537 530 516 486
出品台数 53,746 57,465 57,076 53,065

JU札幌 成約台数 29,769 31,587 29,367 27,370
成約単価 549 526 521 500
出品台数 4,789 4,682 4,804 4,786

JU帯広 成約台数 2,078 1,994 1,825 1,767
成約単価 433 400 403 362
出品台数 3,437 3,610 4,168 3,864

JU釧路 成約台数 1,197 1,353 1,511 1,455
成約単価 371 326 295 287
出品台数 3,515 3,212 2,993 4,121

JU函館 成約台数 1,452 1,189 1,103 1,674
成約単価 345 353 369 264
出品台数 2,410 2,434 2,697 2,511

JU室蘭 成約台数 1,083 1,082 927 906
成約単価 407 463 405 427
出品台数 3,868 4,054 4,092 3,897

JU旭川 成約台数 1,573 1,681 1,731 1,614
成約単価 399 408 310 342
出品台数 2,762 2,590 2,365 2,269

JU北見 成約台数 1,240 1,095 1,000 920
成約単価 355 337 329 325
出品台数 197,390 218,718 243,770 251,625

全 体 成約台数 113,825 125,018 129,435 136,089
成約単価 484 478 463 420

出所：『陸運情報』各号より著者作成

図5－3 道内中古車オークション市場の
取引実績の推移

注）2003年の数値を100とする

出所：『陸運情報』各号より著者作成
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のオークション会場では，会員数の多い，つ

まり取引の活発な会場ほどリユースコーナー

が設置されており，道内大手会場でも「リサ

イクルコーナー」等の名称で設置されている。

このリユースコーナーの利用状況をまとめ

た経済産業省の興味深いデータがある。2005

年の７月～12月において，全国の各地域別

に見た落札業者の業種別割合を見たところ，

北海道においては，自動車解体業者が実に

70.8％を占めている。他の地域では，中国・

四国，九州・沖縄で40～50％程度が解体業

者によって落札されているが，その他地域で

は中古車ディーラーや中古車輸出業者による

落札の割合が最も高くなっている（経済産業

省製造産業局自動車課（2006））。この数値か

ら，北海道は自動車解体業者の中古車オーク

ションへの依存度が相対的に高い地域である

ということが推測できる。

このことは，すでに紹介した道内オーク

ションにおける成約単価の推移を見ても推測

可能である。成約単価が継続的に下落してい

ることから，品質が相対的に低い自動車が出

品されるようになったと考えることができる。

注意が必要なのは，これが道内の中古車市場

において，供給超過の状態があり，その結果

であるという可能性は無視できないというこ

とである。しかし，これについてはその可能

性はほぼないといってよいであろう。3.2.3.

でみたように，道内の中古車流入台数は継続

的に入超構造となっている。毎年約２万台の

中古車が道外から流入してきている。中古車

市場において需給のアンバランスが生じ，市

場が極めてタイトになっている状況である。

特に高年式・高品質車の不足が顕著であると

され，その主因は3.2.の表3－1，表3－2に

示されるように，新車の登録・販売の落ち込

みが影響しているという分析もある（『陸運

情報』2006年３月30）。

以上，中古車輸出の増大と，リユースオー

クションの拡大が，中古車オークションでの

取引実績に影響していることについて言及し

た。

5.4.使用済自動車フローの変化と「タマ不

足」

筆者らは，「４．使用済自動車の流通量の

分析」において，2005年の法施行直後は，

リサイクル料金の負担というディスインセン

ティブによって自動車を手放すという行為が

一時的に抑制され，全体の廃車台数の発生を

抑制したと推測した。その後，法が浸透する

につれて，使用済自動車あるいは「廃車台

数」が，発生が抑制された分，順調に増加傾

向で推移していることを明らかにした。

まず，一時的に自動車を手放す行為を抑制

したという上記の分析は，自動車解体の現場

の状況を考えると，極めて妥当であるといえ

る。

法施行後に，北海道自動車処理共同組合が

実施したアンケートがある。そこでは，入荷

状況について，「増加している」と答えたの

が３社，16社が「かわらない」と答え，残

りの91社は「減少している」と答えている。

また，同組合では全道的には平均的に入荷台

数が３～５割減少していると見ている（『陸

運情報』2005年９月29日）。同組合は，廃

車の流通量に変化がなかったとすれば，新規

参入業者への入荷が増えたか，無許可業者に

よる解体が増えたと推測しているが，実際に

廃車の流通量は減少していたのである。実際，

筆者も法施行数ヶ月後，関係業界に対してヒ

アリングを行ったが，廃車の仕入れについて

は，悲観的な見方が支配的であった。ただ，

その理由については当時はっきりとしたもの

はなく，既存業者は，新規参入の大手解体業

者が買い占めているという見解であり，一方

の，大手新規参入業者は輸出にシフトしてい

る影響が出ていると強調していた。この違い

は興味深い。回答としては，廃車台数そのも

のが減少していた，ということになろう。

― ―78 北海学園大学経済論集 第55巻第１号(2007年６月)



では，その後，使用済自動車あるいは「廃

車台数」の増加傾向について，自動車解体業

の現場ではどのようにとらえられているのだ

ろうか。筆者が2007年２月に道内の中堅業

者Ｂ社に，この件について聞いてみたところ，

使用済自動車台数増加のデータはにわかには

信じがたい，という反応であった。このＢ社

に見られるように，「タマ不足」（使用済自動

車発生台数が減少し，部品取り，素材生産用

の自動車が不足する状態）に直面する業者が

多数存在する一方で，使用済自動車あるいは

「廃車台数」は増加傾向にある。これは，解

体業界間で使用済自動車の集荷について「格

差」が進展しているためであると考えられる。

つまり，資金力の豊富な企業が使用済自動車

を買い集め，そうでない企業は，使用済自動

車の仕入れ困難に直面したということである。

従来の仕入れルートであれば，この影響は

小さかったであろう。つまり新車や中古車

ディーラー，自動車修理工場から直接入庫す

るという形態は，長期継続取引のメリットが

大きかった。出荷側もその都度入荷先を選定

する必要がなく，また良質なリサイクル部品

を供給してもらえる可能性が高まるためであ

る。しかし，現在は，これまで見てきたよう

にオークション経由の入荷が支配的となって

いる。

この変化は，異業種からの大規模な新規参

入業者にとって有利に働いたと思われる。新

規に取引先を開拓する必要がなく，オーク

ション会場の会員にさえなってしまえば，使

用済自動車の確保への展望が開けるからであ

る。また，中古車輸出業者についても同様で

ある 。

中古車オークションに事実上の使用済自動

車となる自動車が流入したとしても，それ自

体は「タマ不足」を意味しない。「タマ不足」

が発生するのは，その買取において格差があ

るからである。浅妻裕（2005）では，道内の

解体業者は小規模事業者が多い，と述べてい

る。そういった業者が新規参入業者や中古車

輸出業者と仕入れ時点で競合することになり，

資金力という点で相対的に不利な解体業者の

「タマ不足」が進んだ，というのが実態であ

ろう。

5.5.使用済自動車の取引価格

5.4.では自動車解体業者間に格差が発生し

ていると述べたが，実際に使用済自動車の入

荷条件は厳しくなっているのだろうか。ここ

では限られた情報ではあるが，使用済自動車

と廃車ガラの取引価格推移を元に検討してみ

たい。使用済自動車の引取価格が高ければ，

「タマ不足」へとつながる可能性があるため

である。

かつて，筆者が自動車解体業界への聞き取

りを始めた2003年，札幌市近郊のある老舗

業者は１台10,000円～13,000円の逆有償で

引き取っていると証言している。この業者は

適正処理を徹底しており，ディーラーからの

入庫が多かったため，受け取り処理料が比較

的高い部類に属していたと思われるが，業界

全体でも，鉄スクラップ市況の低迷と，それ

以上に道内管理型処分場の逼迫のため，逆有

償での引取りを行わざるをえない状況であっ

た。なお，当時廃車ガラ価格は札幌市近郊で

は7,000円～7,500円の逆有償で取り引きさ

れていた。

この状況が変わったのが自動車リサイクル

法施行直前の2004年からである。この年，

鉄スクラップ相場が高騰し，廃車ガラ，さら

には使用済自動車取引市場にまで影響がでて

きた。この時，中古車オークションでの流札

車両（取引が成立しなかったため，自動車解

体業者が引き取る車両）がすでに8,000円の

有価で引き取られている。2004年は，使用

済車の取引が道内で逆有償から有償に変わっ

た節目であるといえる。

それに加え，2005年から，自動車リサイ

クル法が施行された。ちょうど法施行に前後
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して，道内で大規模な自動車解体工場の設置

が相次いだことが競争に拍車をかけた。施設

に多額の投資を行い，高い処理能力を有する

工場では，施設を遊休化させるわけにはいか

ないのである。また，法施行後，自動車の所

有者は，ASR（廃車ガラをシュレッダーに

かけ，発生したダスト）などの処理費用を事

前に支払うことになった。そのため，この事

前支払いの分だけ廃棄時の使用済自動車の取

引価格が上昇したと考えられる。なお，法施

行直後は廃車ガラの取引は逆有償には変わり

なかった（ASRを１トン処理するために約

２万～３万円の費用が必要であるといわれて

いた）という解体業者の証言もあるが，徐々

に有償での取引に推移していったものと思わ

れる。

さて，直近の相場はどうなっているのだろ

うか。全国の動向ではあるが，使用済自動車

の仕入れ価格（リサイクル料金別）は，2006

年10月で軽自動車が5,000～8,000円，普通

車が１万円～２万円，クラウンなど大型車が

２万５千円前後であった。それが2007年４

月中旬では軽自動車が８千～１万５千円，普

通車が２万円～３万円，大型車が３万５千円

前後と高騰している。普通車であっても，落

札手数料やリサイクル料金，運賃で５万円前

後となるのが相場である。流札車両ですら，

オークション会社が２万５千円程度で買い

取っている 。

道内での詳しい落札相場は不明であるが，

あるオークション会場では，流札した場合の

買い取り保障代金（流札した場合にオーク

ション会場が出品車両を買い取る）が３万円

にもなっている。そういった車両は道内の解

体業者に一定の価格で引き取られている。

「タマ不足」によって事業から撤退したり，

事業の形態を変更したりするケースも発生し

ている。道内の自動車解体・中古パーツ販売

業者で構成される SSGのリポ工場（使用済

自動車の解体・中間処理工場，石狩新港地

区）が札幌市内の解体業者に譲渡されたとい

う出来事は象徴的である。このリポ工場は

2003年９月に立ち上げられた。当時は，全

国的にスクラップ市況の低迷と，最終処分上

の逼迫から廃車ガラの逆有償化が進んでいる

時期であった。また，道内では，廃車ガラを

処理する破砕業者が数少ないという事情もあ

り，廃車ガラ引き取り相場が下落し，逆有償

となっていた。個別業者は付加価値の高い優

良な部品取りに特化し，より適正処理が求め

られる部材の処理や廃車ガラ排出については，

集約化していくという方針で，機能していた。

しかし，その後，自動車リサイクル法施行

と鉄スクラップ市況の変動による廃車ガラ相

場の上昇（逆有償→有償へ）によって，グ

ループ企業自らが中間処理等を行った方が効

率的である状況が生まれ，SSGのリポ工場

への入荷が減少した。グループ企業が経営効

率化のため利用するというリポ工場は，いっ

たんその役割を終え，2006年１月からは，

札幌市内解体業者の１工場として運営される

こととなっている 。

5.6.自動車リサイクル法施行後の使用済自

動車引取段階の問題点

ここでは使用済自動車の引取における問題

点を紹介する。これに関して極めて興味深い

データがある。2005年４月～2006年３月に

おける全道の使用済自動車の引取業者の業態

別のデータでは，総引取台数約16万台のう

ち，55％が解体業者，破砕業者となっている

（表5－5）。一方，ユーザーからの下取りな

どが多いと思われる新車販売ディーラー，中

古車ディーラー，整備業者の割合は，それぞ

れ18％，16％，11％であり，その合計は

45％となっている。

この数値を検討してみる。解体業者，破砕

業者による全体の55％の引取には，直接，

ユーザーが解体業者に使用済自動車の引き取

りを求めてくるものが含まれる。ただ，道内
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で，ユーザーが直接解体業者に自動車を持ち

込む行為はそれほどのものとはなっていない

と考えられる。自動車解体業の業界団体関係

者によれば，直接持ち込みは全道でも１

～２％に過ぎないとのことである。したがっ

て，この55％という数値は，新車ディー

ラーや整備業者などを経由して引き取る状況

がほとんどであると考えられる。また，オー

クション経由で「中古車」として車両を仕入

れる状況もこれに含まれる。

使用済自動車の入庫をオークションに頼る

ことは何を意味するのか。中古車オークショ

ンでは，通常，出品される車両は「中古車」

として流通し，いわゆる「使用済自動車」と

しては流通させていない。よって，解体業者

がオークション経由で仕入れる自動車につい

ては，いくら解体目的の車両であっても中古

車の扱いであり，落札した解体業者が最終的

な所有者となり，さらに自ら引取業者とな

る 。最終的な所有者が解体業者となるため

に，リサイクル料金の負担も解体業者が行わ

ざるをえないのである。言い換えれば，リサ

イクル料金の負担を行ってでも，オークショ

ン経由で入荷しなければ「タマ不足」がいっ

そう深刻化するのである。

この結果，ユーザーから事実上使用済自動

車として引き渡された自動車が，その入り口

で法律上の「使用済自動車」としての判断が

されず，先送りされ，中古車オークションを

経由して「中古車」として取引され，最終所

有者としての解体業，破砕業に引き取られて

いる。先の55％という数値は，あくまでも

解体業者が引取業者となる割合だが，これは

「使用済自動車」を「中古車」として引き取

る（あるいは引き取らざるを得ない）状況が

多いことを示唆しているとも考えられる 。

これについて，法施行直前の2004年12月

21日，環境省と経産省の担当部局によって

自動車関係団体宛に発行された「自動車リサ

イクル法におけるリサイクル料金負担の恣意

的な転嫁の禁止について―最終所有者の特定

とリサイクル料金負担の考え方―」という文

書で，次のように記載している。

自動車を，中古車として譲渡するのか，使用

済自動車として引き渡すのか，については，当

該自動車の所有者の意志に基づき決定されるこ

とが基本であるが，これに加えて客観的な事実

というのも当然に判断材料となると考えられる。

例えば，事業者が中古車として下取った自動

車に関し以下の（①～③の：著者挿入）ような

引き渡しを行う場合は，客観的には使用済自動

車を引き渡していると判断される。このため，

（中略）引き渡す者が最終所有者としてリサイ

クル料金を預託あるいはリサイクル預託金相当

額を負担すべきであり，これを恣意的に中古車

として譲渡した形をとりリサイクル料金に関す

る負担を先送りすること（次の事業者にリサイ

クル料金を持たせること）は不適当であること

にご留意頂きたい。（中略）

① 事業者Ａがお客様から中古車として下取っ

たものの，その後中古車として販売できずに

解体業者等のその他の事業者Ｂに引き渡す場

合

② オークション会場にて取引が成立しなかっ

た自動車をそのまま解体業者等に引き渡す場

合

③ 事故車等についてそのまま使用済みとする

ために解体業者等に引き渡す場合。

自動車解体業者が多くの引き取りを行って

いるということを考えると，上記の①～③の

ような負担の先送りに該当する事例が発生し

ている可能性も考えられる 。

ただ，当該自動車が，使用済自動車である

か中古車であるかという判断は難しいという

表5－5 使用済自動車の引取業者の業態別割合
（2005年度）

引 取 業 者 の 業 態 割合

解体業者，破砕業者 55％

新車販売ディーラー 18％

中古車販売ディーラー 16％

整備業者 11％

出所：リサイくるまッチ統括本部・本州本部，関係
資料より
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問題もある。オークション経由の流通を経て

結果的に使用済自動車となるような車両は，

本来であれば，ユーザーからの下取りの際に，

使用済自動車として引き取るという判断がな

されるべきである。しかし，ユーザーから引

き取った時点で，中古車としての市場価値が

残存していないと言いきれるのかどうか，線

引きは難しい。輸出用の中古車のように，使

用済自動車として引き渡したつもりでも中古

車として流通する場合もあるからである。

自動車リサイクル法の施行は，オークショ

ン経由の使用済自動車の流通を促したと考え

られる。従来から使用済自動車の主要な供給

元であったディーラーや整備業者は，自動車

リサイクル法に定められた引取行為を避けた

いという動機付けが発生したためである。つ

まり，未預託車に関しては，ユーザーにリサ

イクル料金を負担させることなく済み，預託

済み車に関しては，中古車として流通させる

ことで，リサイクル料金分をユーザーに戻す

ことができる。結果として，より多くの自動

車を集荷することが可能となる。一方，中古

車と使用済自動車の境界線が曖昧な状況で，

使用済自動車として解体業者に引き渡す手間

を考えれば，オークション経由などで中古車

として引き渡すインセンティブが働くはずで

ある。その結果，中古車オークションを利用

するのである。

また自動車リサイクル法の施行が自動車解

体業への新規参入を発生させたことも関係す

る。会員になり落札できさえすれば，容易に

使用済自動車を入庫できるためオークション

の利用を拡大したことが，中古車オークショ

ンへの使用済自動車の出品を促したという構

図がある。

もちろん，既存の自動車解体業者も手をこ

まねいて見ているわけではない。北海道で誕

生した廃車買い取りネットワーク「リサイく

るまッチ」を紹介する。

近年ユーザーにも認知度が高まっていると

思われる廃車買取システムだが，廃車買取を

専業にしている業者もあれば，解体業者が仕

入れを活発化するために展開している事例も

ある。近年，RUM アライアンスやNGPグ

ループなど，中古部品販売グループが廃車買

取ネットワークを全国展開してきた。しかし

これらはあくまで同グループ内での取り組み

であった。

2006年２月に立ち上げられた「リサイく

るまッチ」はその一形態であり，グループに

とらわれず，幅広い解体業者が所属すること

ができるボランタリーチェーンである。現在

は北海道では上記の SSG加盟企業を中心と

した53店舗，本州に51店舗のネットワーク

を有する。独自開発した廃車や事故車の買取

査定ソフトによって買い取り価格の統一的な

評価が可能である。積極的な CM 展開など

が功を奏し，相当の実績を残している。月間

400台程度の処理を行うある市内の業者では，

すでにその４分の１を「リサイくるまッチ」

にシフトすることができたとのことである。

当然であるが，買取価格はオークションより

も安くなり，また，その時点で使用済自動車

として引き取られるため，中古車オークショ

ンでの事実上の使用済車取引と異なって法的

な危うさがない 。

5.7.不法投棄・長期不適正保管車両等の減

少

使用済自動車の流通が自動車リサイクル法

に前後して変動する中，北海道で重大な社会

問題になっていた自動車の不法投棄等の問題

が急速に解消された。これは鉄スクラップ相

場の高騰が大きく影響している。

図5－4は道内における不適正保管・不法

投棄等の車両台数推移である。急減している

状況が明らかである。

先述のように「タマ不足」に直面していた

道内の解体業者の中には，鉄スクラップ市況

の高騰の中で，不法投棄車両等の処理によっ
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て，設備の遊休化を防いでいた業者もあると

考えられる。しかし不法投棄車両等は，通常

入手される使用済自動車と異なって必ずしも

利潤を生み出すものとは限らない。とりわけ

人里離れた森林や原野に放置されている自動

車については，回収・運搬に多額の費用がか

かってしまう。

北海道自動車処理協同組合では，1998年

に利尻島の長期保管車両等の一斉撤去事業以

降，道内各地の不法投棄車両を社会貢献活動

の一環として回収・処理してきた。鉄スク

ラップ市況が落ち込み，廃車ガラの逆有償化

が進む中で，極めて貴重で社会的意義の高い

取り組みであったと評価できる。鉄スクラッ

プ市況が好転した現在でも，なお，条件の悪

い現場での回収・処理作業は利潤を得る状況

ではない。2005年７月に実施した天塩町と

羽幌町の不法投棄車両撤去の決算は，鉄くず

やタイヤ等の輸出によって販売収入61万9

千円を得たが，作業員・機材の動員や廃タイ

ヤ処分に83万６千円の費用がかかっており，

21万７千円の赤字である。なお，このとき

処理実績は，天塩町で乗用車30台，バス１

台，廃タイヤ355本，羽幌町では乗用車20

台，バス１台，その他農業用機械，廃タイヤ

が136本であった（『陸運情報』2006年９月

24日）。

急激に減少したとはいえ，道内にはなお

5,000台程度の不法投棄・不適正保管車両が

存在し，さらにそれらは回収・処理の条件が

より悪いところに存在すると考えられる。あ

るいは今後鉄スクラップ市況が落ち込んだ時

に不法投棄問題が再発しないともかぎらない。

これらの回収・処理を今後もボランティアに

依存するのは限界がある。現在の自動車リサ

イクル法の枠組みでは，預託された自動車リ

サイクル料金が，実際に利用されなかった場

合に発生する剰余金は，離島の廃車処理対策

に使われることになっているが，離島に限ら

ず回収・処理の条件が不利な地域における不

法投棄・長期不適正保管車両撤去にも利用で

きるようにしていく必要がある。

６．お わ り に

ここでは本稿での結論をまとめ，残された

課題を整理しておく。

本稿では，様々なデータから，北海道にお

ける自動車リサイクルの実態を考察した。ま

表5－6 北海道自動車処理協同組合が実施した
不法投棄・長期不適正保管車両処理状況

年 月 地 域 処理台数

2003年５月 網走・能取 26台

2003年12月 音威子府 300台

2004年11月 定山渓 300台

2004年11月 石狩 230台

2005年７月 手塩 31台

2005年７月 羽幌 21台

2005年９月 定山渓 70台

2005年10月 羽幌 80台

2006年11月 紋別 111台

出所：北自協資料，『陸運情報』各号より著者作成

図5－4 北海道における不法投棄・長期不適正
保管等の台数推移（単位：台)

(注)2007年３月の数値については保健所設置市
（札幌市･小樽市･旭川市･函館市）の数値を含ま
ない。

出所：『陸運情報』，北海道自動車処理協同組合資料
より著者作成
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た，阿部（2007）で議論された使用済自動車

発生台数の推計を北海道にあてはめ，その推

移を見た。これを北海道にもあてはめた。そ

の結果，以下のことが明らかになった。

⑴ 都道府県レベルでの使用済自動車流通量

の分析は，「中古車流出入」データを全国

データに加味することでおおよそ把握可能

であるが，一部把握できない部分がある。

⑵ 北海道では2006年に合計233,918台の

廃車が発生している 。

⑶ 2005年の自動車リサイクル法施行直後

は廃車台数に大幅な減少が見られた。当時，

関係業界で「タマ不足」といわれていた事

態はこのことと関係していると推測できた。

⑷ 中古車輸出の増大とリユースオークショ

ンの拡大が中古車オークションの取引実績

に影響を与えていると推測できた。

⑸ 「その他」，つまり，実際にどのように処

理されているかが確定できない部分が

2006年では33,708台である。全国での傾

向と同様，「その他」は，法施行後１年半

後から減少する傾向にある 。

これらを受け，本稿での課題をあげておく。

まず，表4－2等にみられるように，流通

量をみる際に，不透明な部分が相当残ってい

るということである。法施行から１年半を経

過し，「その他」の数値が徐々に減少してい

るのは，この時期から違法解体が減少してき

たためではないかと推測できる。この点は，

全国のデータで見ても同じである。減少して

いるという事実だけを見れば，阿部（2007）

がすでに指摘したように，法施行直後は，リ

サイクル料金が預託されていない自動車につ

いて，「適正費用」の負担を避け，違法解体

のための「不適正費用」を支払うという行為

が多く見られたと推測できる。具体的にいえ

ば，リサイクル料金が預託されていない自動

車を中古車として受け取り，それを解体する

業者が存在していたということである 。多

くの自動車がリサイクル料金預託済みとなる

2007年以降のデータが一定蓄積された後の

分析において，廃車台数のうちの「その他」

部分について変化が見られないとすれば，上

記の推測はより正しいものだといえる。

しかし，依然として相当程度「その他」の

部分が残る。法施行当初，外国人も含めた無

許可業者が違法解体を行って部品を輸出して

いるために，使用済自動車が減少していると

いう業界関係者の指摘もあった。道内でも，

白老町内の中古車部品販売業者の社長が，中

古車を無許可解体したとして，自動車リサイ

クル法違反で逮捕されるという事件が発生し

ている。（北海道新聞，2005年９月29日）。

また，札幌近郊でも，2007年の現時点で長

期不適正保管車両が違法に解体されていると

いう関係者の証言もある。こういった実態が

どの程度実在するのかが焦点である。この報

道が氷山の一角であり，報道等で明るみにで

ないところで大規模に違法解体がなされてい

たとすれば，「その他」の数値に反映される。

しかし現時点ではどちらともいえないのが現

状である 。

次に，５．において，使用済自動車の最終

所有者の多くが自動車解体業者，破砕業者で

あると紹介したが，これに関する事項の原因

や問題点を探っていく必要がある。本稿でも

中古車オークションへの低年式車出品の影響

などがあるのではないかと推測はしているが，

一方で，「使用済」前の最終所有者でないに

もかかわらず，リサイクル料金を負担してし

まっている所有者が発生している可能性があ

る。これは手続きとしては誤りである。つま

り，利用者が使用済自動車としてディーラー

等に引き渡したと考えていた自動車が，実は

中古車として，輸出も含め，再度中古車市場

で流通しているケースである。依然として当

該車両が中古車として流通するのであれば，

新所有者は，リサイクル券に記載されている

預託金相当額を前の所有者に支払う必要があ

る。この点も監督省庁等の調査によって，明

― ―84 北海学園大学経済論集 第55巻第１号(2007年６月)



確にしていくことが望まれる。費用負担のあ

り方について検討すべき点はあるものの，自

動車リサイクル法で規定された費用負担が適

切に履行され，制度が悪用されることがない

ようにすることが重要である 。

最後に，本稿の直接テーマとしているわけ

ではないが，今後の重要なテーマとして，制

度上の適正な処理・リサイクルと，リユース

も含めた望ましい自動車のリサイクルには乖

離があるのではないかということを検討する

必要がある。つまり，現在のスクラップ市況

が高騰のもとでは，コストのかかる部品生産

よりも，素材生産にシフトした方が合理的で

ある，という経営サイドの判断がありうるだ

ろう。実際，道内のある解体業者の計算によ

れば，鉄スクラップ市況の変化によって従来，

素材生産を中心にした場合には700台/月を

解体する必要があったが，現在の市況のもと

では300－400台/月で収支が見合うように

なってきているとのことである。また，素材

生産には一定の設備要件も必要となるので，

大規模業者と中小業者の格差が広がってしま

うという問題もある。

これについて興味深い記事がある。中古部

品販売業の業界団体「日本自動車リサイクル

部品販売団体協議会」が，修理などの際に中

古部品を使った場合の二酸化炭素（CO2）排

出量の削減効果を2007年６月から公表する

と発表した。すでに同協議会の会員が運営す

るネット部品販売システムを通じた整備工場

などとの取引によって，年20万トン弱の

CO2削減効果があると試算している（日本

経済新聞，2007年６月１日）。なお，この記

事は素材リサイクルの場合の CO2削減効果

については触れていないので，単純な比較が

できないことに注意が必要である。また，一

般論としては，資源生産性の観点からもリ

ユース部品の利用が高まった方が望ましいと

もいえる。

経済産業省も2007年度の自動車リサイク

ルに関する取り組みの重要方針について，リ

ユース部品の利用拡大を目指すよう，ユー

ザーに積極的にアピールしていくということ

である（「平成19年度 北海道自動車処理協

同組合懇親会・南可昭環境大臣賞受賞を祝う

会」における経済産業省経済産業局自動車課

リサイクル室長（当時）中石斉孝氏の講演に

よる）。リユース部品市場がより活性化すれ

ば，一時的なものになる可能性もあるが，再

生資源市況の影響が，相対的には減少し，自

動車解体業者が安定的に中古部品を生産でき

る状況が整ってくると思われる。

この点は，自動車リサイクルの将来像を考

えるためにも，避けて通れない点であると思

われる。
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【注】

細田（1999）では，グッズを通常の市場取引で正

の価格がつけられ，生産や消費のために用いられ

る物質であるのに対し，バッズをどんなに有用で

あってもそれにプラスの価格をつけて購入しよう

とするものがなく，しかもそれを処理せず廃棄す

ると外部不経済を及ぼすもの，と定義している。

古紙やペットボトルの取引価格に見られるように，

グッズとバッズは市場の条件によって決定される

相対的なものである。

なお，「自動車リサイクル料金」の支払いは「前

払い方式」であり，これも不法投棄の発生抑制を

狙う観点から導入されている。（「特集 稼動した

自動車リサイクルシステムを考える」

『JAMAGAZINE』2006年12月）

その理由についてはここでは詳細には検討しない

が，世界各国で車両登録制度が存在することを念

頭においている。

関東，東北，北海道から近畿，中四国，九州へ鉄

スクラップの移送が行われている状態を指す。鉄

スクラップの需給バランスが西日本と東日本で異

なっているため発生すると考えられる。

ウェーバー，Ａ（1986）

この法律が制定された経緯については竹内

（2004）所収の外川健一「自動車リサイクル法制

定の意義と背景」で詳しく説明されている。

自動車リサイクルシステムは，自動車リサイクル

促進センターが管理する。同センターは，自動車

メーカーや販売業者，部品業者，整備業者など自

動車関連業界を賛助会員とする財団法人である。

なお，なぜ台数が増加しているのかについては阿

部（2007）に若干の考察がある。

関税法基本通達の一部改正の内容は，以下の税関

webサイトで閲覧可能である。http://www.

customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H17tsutatsu779/

honbun.pdf

自動車リサイクル法施行以前に所有されていた自

動車に関しては，次の車検を迎える2007年末

（新車については，初回の車検まで３年の猶予が

ある）までは，リサイクル料金未預託の状態とな

る。

この場合，リサイクル料金預託済み車であれば，

ユーザーに対してリサイクル料金分が支払われる

ことになる。

阿部（2007）で詳細に紹介されている。

なお，2007年３月，経済産業省製造産業局自動

車課が，『平成18年度高度技術集約型産業等研究

開発調査（自動車無公害化等推進調査：一時抹消

登録中車両の状況調査）』にて，一時抹消登録状

態が長期にわたり継続している車輌の追跡調査

（サンプリング）結果を公表した。この調査結果

の詳細な検討は別の機会に譲るが，一時抹消登録

車両所有者へのアンケート調査によれば，１．一

時抹消登録状態が継続している車輌のうち，どの

ような状態になっているか不明であるものが

13.6％に上るということ，２．一時抹消登録状態

は継続しているが，実際には「解体」されたと回

答のあった車輌について，全てが自動車リサイク

ル法以前の引き取りによって解体されたことに

なっている，等の今後追求すべき点も見られ，詳

細に検討していく必要がある。

日本自動車工業会『自動車統計月報』の保有台数

の都道府県別データは，全国の集計データのよう

に，四輪車の合計数を表示していない。そのため，

四輪車の集計には，各月において，「三輪車以上」

の合計から三輪車トラック（小型乗用車，小型ト

ラック，軽トラックの合計）分を差し引く作業が

必要である。また，都道府県別の小型乗用三輪車

の保有台数は，日本自動車工業会『自動車統計月

― ―86 北海学園大学経済論集 第55巻第１号(2007年６月)



報』では記述されていないが，自動車検査登録情

報協会『自動車保有車両数月報』の各月版に掲載

されている（北海道の三輪乗用車の保有台数は

30台～40台程度である）。

日本自動車販売協会連合会『自動車登録統計情報

新車編>』には，新車登録台数のほかに，新車販

売台数というカテゴリーがある。同会に問い合わ

せたところ，新車販売台数は特殊車両を除いた台

数であるという。

「外国貿易等に関する統計基本通達21－2」によ

ると，「少額貨物」とは「輸出申告書及び輸入申

告書等における１品目の価格（統計品目表の細分

番号に対応する価格をいい，２欄以上にわたる場

合は各欄の価格による。以下，第２章において同

じ。）が20万円以下の貨物」とある。なお，同じ

ようなものとして，「旅具通関扱いをする輸出貨

物」もかつては貿易統計では計上されていなかっ

た。これは，船員などが携帯品として自動車を持

ち出す際に，簡単な申告で通関することを認めて

いたものである。しかし，盗難車対策などもあり，

これについては，2005年７月１日の関税法基本

通達67－2－7の改正で，「旅具通関扱いをする輸

出貨物」のカテゴリーに自動車を含まないとし

（関税法基本通達の一部改正について（平成17年

財関第779号）），その結果，貿易統計に計上され

るようになった。

経済産業省と環境省の2006年７月の自動車リサ

イクル法の合同会議では，新車ディーラーにおけ

る中古車在庫の数値が示されている（産業構造審

議会ほか，2006）。これによると，2004年度末の

中古車在庫は32.2万台，2005年度末は34.3万

台である。

この台数は，解体向けに所有者によって抹消され

るものだけでなく，運輸局による「職権抹消」も

含む。「職権抹消」は，法律に基づき，３年以上

車検切れが継続している車両について，年に一度，

国から調査のための指示があり，その指示に従い，

所有者に通知を出し，現状を調べる。結果解体さ

れてしまった，などが判明したものについては職

権抹消している。データを見ると，ある月に集中

して「職権抹消」されている。なお，職権抹消し

たが，実は自動車が存在していた，というケース

もあるとされ，その場合は，復活の手続きをとる

という。

これは，使用済自動車も同様である。道外から使

用済自動車を仕入れる解体業者はあまり聞かない

が，仮にそのような実態があるのであれば，使用

済自動車台数は多めの数値になるはずである。も

ちろん逆のケースもありうるかもしれない。この

意味で，他の都府県で同じような分析をすること

は困難である。

株式会社NTTデータ経営研究所環境戦略コン

サルティング調べ。調査当時，貿易統計において

中古車の統計品目番号がようやく設定された年で

あり，また手荷物としての中古車の輸出も計上で

きない仕組みになっていたので，中古車輸出台数

を正確に把握できず，過大な見積もりがなされた

と考えられる。

現車オークションではあっても，インターネット

を利用した落札も可能である。道内最大手の

USS札幌では，現在，実にその４割がインター

ネット経由での落札とのことである。（『陸運情

報』2007年３月29日）

これについては，阿部新（2005）「オートオーク

ション会場に行く（自動車リサイクルの現実と課

題第13回）」『月刊整備界』36巻８号，2005年７

月，pp.26-28，で詳しく述べられている。

経済産業省製造産業局自動車課（2006）

北海道の新車販売台数の対全国比は2006年度で

約3.7％，また，四輪車保有台数は，2006年12

月時点で対全国比約4.7％であるのに対し，2006

年の中古車輸出台数が対全国比約2.3％である。

使用済自動車と輸出用中古車の仕入れルートが競

合している現在，従来使用済自動車として処理さ

れていたものが，輸出用の中古車に部分的にシフ

トしているという見方もできる。仮にその問題が

存在したとしても，上記の限られたデータからは，

この両者の競合の問題は，道内では相対的には軽

微であると考えることもできる。また，２．でみ

たように，北海道からの中古車輸出の多くはロシ

ア向けであり，また，浅妻裕（2006）等で詳しく

述べられているように，低年式車の輸出はあまり

みられない，といったことを併せて考えると，他

都府県に比べて，中古車輸出が増加することでの

使用済自動車流通市場への影響は軽微なものと推

測できる。

「リユースコーナー」とは，一般的には，低年式

および過走行車，つまり中古車としての市場価値
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が非常に低いと思われる自動車に特化したコー

ナーのことを指す。

近年の中古車輸出の増加が道内の使用済自動車の

流通の変化に影響した，と断定できるわけではな

いが，可能性としてはありうるという意味で，記

載した。

『メタルリサイクルマンスリー』2007年５月１日。

なお，同一車種・年式の場合，本州での落札価格

は，道内の落札価格よりも高額であると思われる。

自動車を解体した結果発生する廃車ガラの取引価

格が本州では高騰しているためである。

『陸運情報』（2005年12月22日），筆者のヒアリ

ングによる

ただし，オークション経由で入庫した自動車のす

べてについて，解体業者が最終的な所有者となる

わけではない。たとえばオークションで流札した

車両を解体業者が引き取る場合は，「使用済自動

車」として扱われ，出品側は最終所有者としてリ

サイクル料金を負担することになる。

もちろん，上記の55％には，⑴解体業者が最終

所有者かつ引取業者となるケースのほかに，⑵整

備業者や販売業者などが最終所有者になり，解体

業者が引取業者になるケースもある。そのため，

厳密には，⑵の実態を明らかにしない限り，使用

済自動車を中古車として引き取る状況が多いとは

断言できない。

『陸運情報』2006年２月２日。なお，道内の自動

車解体業者の非営利団体である北海道自動車処理

共同組合と鉄リサイクル工業会北海道支部が，道

に働きかけて「自動車リサイクルに関する説明

会」が開催された。そこで，経済産業省の担当者

が，使用済自動車を恣意的に中古車として引取り

次の事業者にリサイクル料金を負担させることは

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律）違反に該当する恐れがあると注意

を促し，引き取りに当たっては，使用済自動車と

中古車を明確に区別すべきと強調した。

『陸運情報』2006年３月２日掲載記事，筆者ヒア

リングによる

この廃車台数自体は法施行以前から把握可能では

あった。しかし，5.1.で述べたように，2001年

のデータで廃車発生台数が19.9万台とされ，業

界関係者の間でも年に約20万台の廃車が道内か

ら発生しているとされていた。このギャップが何

故発生したのかは不明である。

表4－3における廃車台数に占める「その他」割

合は，全国のデータ（阿部（2007）で算出されて

いる）よりもやや小さい値で推移し，その差は拡

大傾向にある。つまり全国よりもフローの不透明

な部分が少ないということであり，その傾向が強

まっているということである。北海道の使用済自

動車流通の地域的特性によるのか否か，他都府県

等との比較を行う価値のある，興味深い事実であ

る。

これらの車両は，一時抹消車両のまま存在してい

ることになる。経済産業省製造産業局自動車課

（2007）はまさにそこにメスを入れた調査であっ

た。

筆者は，2007年２月，ある業界関係者に教えて

もらい，小樽市にある外国人が経営する中古車輸

出ヤード兼作業場，といった様相の事業所を訪れ

たことがある。小樽市の自動車解体業登録業者名

簿には掲載されていないので，仮に解体行為を

行っていたとすれば，無許可業者である。外見か

ら判断する限りでは，仮にこういった事業所で違

法解体が行われていたとしても，その台数として

は極めて限定されたものであろうという印象を受

けた。この議論においては，「スケープゴート」

が発生しないよう，慎重を期す必要がある。

例えば，アジア経済研究所の小島道一氏は，自動

車所有者がリサイクル料金を負担するという現状

の制度に対して，第一ユーザー責任（First User
 

Responsibility）として，新車を購入したユー

ザーが，最終的に処理・リサイクルされる際のリ

サイクル料金を負担することも考えられると指摘

している（第３回自動車リサイクラーズ国際会議

（2007年６月16日～17日，東京都）における同

氏講演による）。現在，中古車輸出の増大に伴い

輸出先国での処理・リサイクルのあり方が問題に

なりつつあるが，この問題への対処という点から

も興味深い提案であり，今後の詳細な検討が望ま

れる。
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